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は

じ

め

に

南
部
県
は
、
清
代
、
四
川
省
東
北
部
に
位
置
す
る
保
寧
府

(現
聞
中
市
)
に
属
し

た

一
県
で
あ
る
。
県
城
の
東
側
を
嘉
陵
江
が
流
れ
、
こ
れ
を
下
れ
ば
合
州

・
重
慶
に

達
す
る
。
主
た
る
産
業
は
農
業

で
あ
り
、
井
塩

の
生
産
で
も
知
ら
れ
た
地
域
で
あ

っ

た
。
こ
の
南
部
県
に
関
す
る
清
代

の
档
案
が

『南
部
県
衙
門
档
案

』
(『南
部
県
档
案

』

『
南
部
档
案

』
と
も
い
う
)
で
あ
り
、
現
在
、
約
八
万
件

と
も

一
〇
万
件

と

も
言
わ
れ
る
地
方
档
案

が
該
県
を
管
轄
す
る
南
充
市

の
档
案
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

D
V
D
に
記
録
し
た
電
子
画
像
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
従
来
、
清
朝
中
央
政
府
の
档
案

を
用
い
て
常
関
研
究
を
行

っ
て
き
た
が
、

二
〇
〇
八
年
、
こ
の

『
南
部
県
档
案

』
を
閲
覧
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た

。
『南
部

県
档
案

』

は
多
岐
に
わ
た
る
文
書
を
有
し
、
経
済
関
係
に
お

い
て
も
、
例
え
ば
井
塩

滝

野

正

二

郎

清

代

後
期
、

四
川
省
南

部

県

に
お
け

る
場
市

の
設
立

と
県
衙

門

『南
部
県
档
案
』
を
史
料
と
し
て

地図1清 代四川省の東部



『
南
部
県
档
案

』
に
含
ま
れ
る
多
く
の
文
書
は
訴
訟
文
書
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
場
市
設
立
申
請
の
案
件
、
場
市
を
め
ぐ
る
係
争
案
件

が
含
ま
れ
、
さ
ら
に
県
衙
門
が
場
市
に
課
し
た
物
資
供
出
等
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

場
市
設
立
申
請
に
関
わ

っ
て
次
の
五
件
の
事
例
が
あ
る
。

【事
例
1
】
乾
隆
四
五
年

(
一
七
八
〇
)

一
〇
月
、
同
団
の
隣
人
等
の
集
議
を
経
て
、
永
興
場
の
場
頭
胡
朝
萬
、
郷
約
何
耀
海
ら
が
黒
水
潭

一

『
南

部

県
档
案

』

に

見

え

る

場

市

関

連

の

事

例

の
生
産
に

つ
い
て
貴
重
な
史
料
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
の
際
の
調
査
で
は
時
間
と
複
写
の
制
限
か
ら
収
集
す
る
に
至
ら
な
か

っ
た
。
本
稿
で

は
、

二
度

の
調
査
で
主
と
し
て
収
集
し
て
き
た
農
村
定
期
市
の
設
立
問
題
に

つ
い
て
検
討
す
る

。

唐

の
中
期
か
ら
宋
代
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る

「唐
宋
変
革
期
」
以
降
、
農
村
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
草
市
と
呼
ば

れ
る
農
村
市
場
が
基
礎

と
な

り
、
中
国
各
地
に
市
鎮
な
ど
の
市
場
町
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
加
藤
繁
の
古
典
的
研
究

以
来
、

つ
と
に
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

宋
代

か
ら
民
国
期
に
か
け
て
の
定
期
市

の
研
究
と
し
て
は
、
G

・
W

・
ス
キ
ナ
ー

、
斯
波
義
信

・
山
根
幸
夫

・
石
原
潤

.
倉

持
徳

一
郎

・
小
島
泰
雄

ら
諸
氏
の
研
究
が
あ
り
、

ス
キ
ナ
ー
氏

・
倉
持
氏
お
よ
び
小
島
氏
の
研
究
は
四
川
の
農
村
市
場
を
題
材
と
し

て
お
り
、
大
い
に
参
考
に
な
る
。
四
川
で
は
農
村
の
定
期
市
を
通
常

「場
市
」
と
呼
ぶ
が
、
倉
持
氏
は
、
府
志

・
県
志
を
主
た
る
史
料
と
し

て
、

こ
れ
ら
場
市
の
立
地

・
市
日

・
運
営
な
ど
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
ま
た
、
小
島
氏
は
、
実
態
調
査
中
に
当
地
の
地
方
政
府

・
档
案
館
な
ど

で
発
掘
し
た
郷
鎮
志
を
主
に
用

い
、
同
省
三
台
県
に
つ
い
て
場
市
お
よ
び
鎮

の
成
立
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
小
島
氏
は
そ
の
論
文
に

お
い
て
、
場
鎮
が
成
立
し
た
年
月
日
が
特
定
さ
れ
て
い
る
事
実
に
注
目
し
、
定
期
市
の
成
立
に
公
権
力
が
介
在
し
た

こ
と
に
言
及
さ
れ
て
い

る
が
、
公
権
力
が
介
在
し
た
と
の
記
載
は
郷
鎮
志
で
は
限
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
手
続
き
等
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
な
い

。

そ
れ
に
対
し
て

『
南
部
県
档
案

』
に
は
、
場
市
設
立
の
案
件
、
場
市
を
め
ぐ
る
係
争
の
案
件
が
含
ま
れ
、
そ
の
欠
を
補
う
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。

本
稿
で
は

『
南
部
県
档
案

』
に
見
ら
れ
る
場
市
関
連
の
史
料
に
基
づ
き
、
特
に
場
市
と
県
衙
門
の
関
係
に
注
目

し
て
検
討
す
る
。



と
い
う
地
点
に
場
市
を
設
立
し
て
塩

・
茶

・
油

・
煙
草
お
よ
び
農
具

・
雑
貨
等
を
交
易
し
よ
う
と
申
請
し
、
さ
ら
に
認
状

・
結
状
を
提
出
し

た
事
例

。

【事
例
2
】
道
光

一
七
年

(
一
八
三
七
)
九
月
、
民
人
杜
文
富

(
の
ち
に
場
総
)
ら
が
、
観
子
唖
と
い
う
地
点
に
興
隆
場
と
い
う
場
市
を
興

設
し
よ
う
と
申
請
し
た
事
例
。
場
名

・
集
期

(市
日
)
等
に
つ
い
て
翌

一
八
年
三
月
に
報
告
し
、
正
式
に
開
場
が
認

め
ら
れ
て
い
る

。

【事
例
3
】
道
光

一
八
年

(
一
八
三
八
)
七
月
、
呉
家
埼
に
住
む
民
人
呉
恩
玉
ら
が
そ
の
場
所
に
義
和
場
と
い
う
場
市
を
開
設
し
よ
う
と
申

請
し
た
事
例
。
最
初
の
申
請
に
対
し
て
、
知
県
か
ら
義
和
場
の
本
来
の
地
名
、
東
西
南
北
の
既
存

の
市
と
の
距
離
の
再
報
告
を
命
ぜ
ら
れ
、

同
月
中
に
、

一
旬
三
日
の
集
期

(市
日
)
お
よ
び
近
隣
の
場
市
か
ら
の
距
離
な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い
る

。

【事

例
4
】
道
光
二
二
年

(
一
八
四
二
)

一
一
月
、
民
人
楊
先
尭
、
蘇
友
徳
、
張
文
斌
ら
が
石
門
塘
と
い
う
地
点
に
龍
鳳
場
と
い
う
場
市
を

開
設
し
よ
う
と
申
請
し
た
事
例
。

一
旦
却
下
さ
れ
た
の
ち
、
再
度
申
請
し
て
一
二

月
に
認
可
を
受
け
る
。
【事
例
3
】
と
同
様
、

一
旬
に
三

日
の
集
期

(市
日
)
お
よ
び
近
隣

の
場
市
か
ら
の
距
離
な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い
る

。

【事

例
5
】
光
緒
年
間

(
一
〇
年
よ
り
以
前
、
南
部
県
羅
知
県
の
任
期
内
に
)
政
教
郷
保
正
王
大
吉

・
郷
約
陳
文
伸

・
牌
頭
再
思
明

・
甲
長

楊
映
文

・
民
人
何
文
相
ら
が
大
碑
院
と
い
う
地
点
に
お
け
る
場
市
興
設
を
申
請
し
た
事
例
。
次
の
毛
知
県
の
任
期
内

、
光
緒

一
〇
年

(
一
八

八
四
)
五
月

一
八
日
に
最
終
的
に
認
可
さ
れ
る

。

ま

た
場
市
を
め
ぐ
る
係
争
事
件
と
し
て
は
次

の
三
件
の
事
例
が
あ
る
。

【事
例
6
】
道
光

一
七
年

(
一
八
三
七
)
七
月
、
永
定
場
の

「斗
市
」
の
徴
収

の
分
配
を
め
ぐ
り
、
永
興
苓
の
住
持

僧
普
寛
と
武
生
員
の
韓

邦
平
ら
が
、
場
頭
の
莫
鷹
元
ら
を
県
衙
門
に
告
訴
。

一
〇
月
に
場
市
の
地
主
で
あ
る
住
持
と
、
場
頭

・
客
総
ら
、
お
よ
び
生
員
ら
義
学
関
係

者
の
三
者
の
問
で
、
斗
市

の
分
配
率

(正
確
に
は

一
ヶ
月
中
の
斗
市
徴
収
日
数
の
割
り
当
て
)
が
決
定
さ
れ
て
決
着
。
な
お
、
義
学
関
係
者

の
取

り
分
は
、
道
光
二
一

年

(
一
八
四

一
)
に
至
り
、
場
頭
た
ち
が
そ
れ
を
手
に
し
よ
う
と
し
て
再
度
争
い
、
ま
た
、
義
学
も
こ
の
頃
な
お

設
立
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
た
め
に
、
場
頭
の
取
り
分
に
変
更
さ
れ
て
い
る

(轡
。

【事
例
7
】
咸
豊

九
年

(
一
八
五
九
)
六
月
二
六
日
に
、
金
寳
場
場
頭
王
朝
聰
ら
が
何
中
喧

・
何
榮
宗

・
杜
中
勤
ら
を

「場
市
を
私
設
し
て



覇
伯

し
た
L
と
し
て
告
訴
し
、
同
日
、
何
中
喧
ら
の
同
姓
で
あ
る
生
員
の
何
柄
塞
が
元
山
場
の
認
可
を
申
請
し
た
事
件
。
道
光
六
年

(
一
八

二
六
)
以
来
、
王
朝
聰
を
場
頭
と
し
て
金
寳

(金
保
)
場
と
い
う
場
市
が
営
ま
れ
て
い
た
が
、
近
年

(成
豊
以
降
か
)
場
市

の
店
房
が
倒
れ

た
こ
と
を
契
機
と
し
て
人
が
集
ま
ら
な
く
な
り
、
市
が
廃
れ
た
。
そ
こ
で
咸
豊
九
年

(
一
八
五
九
)
四
月
、
別
の
黄
連
埆
と
い
う
地
点
に
新

場
を
開

い
た
と
こ
ろ
、
何
中
喧

・
何
榮
宗

・
杜
中
勤
ら
が
附
近
の
元
山
子
と
い
う
地
点
に
別
の
場
市
を
設
立
し

(元
山
場
)
、
金
寳
新
場
と

同
じ
市
日
で
市
を
開
催
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
時
点
で
元
山
場
は
県
衙
門
か
ら
認
可
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
王
朝
聰
が
そ
れ
を

告
訴
し
た
。
最
終
的
に
は
、
王
朝
聰
が
場
頭
を
や
め
て
金
寳
新
場
を
閉
じ
、
何
中
喧

・
何
榮
宗

・
杜
中
勤
ら
が
そ
の
分
の
差
務

・
差
樒
な
ど

公
事
を
負
担
す
る
こ
と
を
約
し
て
認
可
を
受
け
、
八
月

一
四
日
に
決
着
し
た

。

【事
例
8
】
光
緒
五
年

(
一
八
七
九
)、
隣

の
蓬
州
と
の
県
境
を
挟
ん
で
近
接
地
に
並
立
し
た
二

つ
の
場
市
間
に
お

い
て
発
生
し
た
騒
擾
事

件
。
双
方
の
場
頭
ら
が
互
い
に
相
手
方
の
場
市
を
打
ち
壊
す
な
ど
の
暴
力
行
為
に
及
ん
だ
。
な
お
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
原
告
の
訴
状
や
供

述
書
お
よ
び
結
状
な
ど
が
残

っ
て
お
ら
ず
、
同
年
三
月
に
出
さ
れ
た
分
県
衙
門
の
牒
文

・
移
文
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
告
訴

の
詳
細
や
結
審

の
状
況
は
不
明

。

以
下
は
、
県
衙
門
か
ら
場
市
に
対
し
て
行
わ
れ
た

「差
務
」
賦
課
の
事
例
で
あ
る
。

【事
例
9
】
同
治
一
二

年

(
一
八
七
三
)
三
月

・
四
月
、
県
衙
門
か
ら
各
場
市

の
場
頭

・
客
総
に
対
し
て
木
枷
や
鉄
縄
の
供
出
を
命
ず
る
た

め
に
作
成
し
た
工
房

の
呈
文
。
【事
例
9
1

1
】
で
は
場
市
ご
と
に

一
面

の
木
枷
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
全

二
〇
場
の
う
ち

一
〇
場

に
は
通
常

の
枷
に
比
べ
て
大
き
な
枷
の
供
出
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る

。

【事
例
10
】
光
緒
六
年

(
一
八
八
〇
)
九
月
、
総
督
の
巡
視
に
伴

っ
て
、
場
市

の
場
頭
ら
が
人
夫
の
雇
募
等
を
県
衙
門
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
事

例
。

人
夫

の
賃
金
は
県
衙
門
か
ら
供
給
さ
れ
、
場
頭
ら
の
負
担
で
は
な

い
が
、
人
集
め
と
い
う
作
業
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る

。

【事
例

11
】
光
緒
六
年

(
一
八
八
〇
)
九
月
、
各
郷
場

(農
村
の
場
市
)
に
対
し
て
官
価
で
の
買
い
上
げ
と
年
三
度

の
場
市
巡
視
に
関
わ

っ

て
徴
収
し
て
き
た
夫
馬
銭
を
陋
規

と
し
て
裁
革
す
る
こ
と
を
、
提
標
中
営
世
襲
雲
騎
尉
の
諦
某
が
建
議
し
た
事
例
。
南
部
知
県
に
移
文
と
し

て
送

ら
れ
て
い
る

。



場

市

設

立

の
申

請

を

行

う

人
物

と

し

て

は

、

【
事

例

1
…

1
】

【
事

例

1
1

2
】

の
末

尾

に

「場

頭

程

文
廣

・
胡

朝

萬

・
郵

崇

龍

・
王
朝

、

地

主

徐

鑑

、

郷

約

何

耀

海

・
胡

朝

正

・
王
志

國

・
郵

臣

龍

」

と

記

さ

れ

て
お

り

、

場

頭

・
地

主

・
郷

約

が

申

請

の
主

体

と

な

っ
て

い
る
。

ま

た

、

【
事

例

5
1

1

】

で
は

「保

正

王

大

吉

・
郷

約

陳

文

伸

・
牌

頭

再

思

明

・
甲
長

楊

映

文

・
民

人
何

文

相

」

を

「
原
稟

」

す

な

わ

ち

申

請

者

と

し

て

い
る

。

一
方

で

【
事

例

2
-

1

】

【
事

例

4
1

1
】

【
事

例

4
1

2

】

で

は
申

請

を

行

っ
た

者

の
肩

書

き

が
全

く

記

さ

れ

て

お
ら

ず

、

一
般

の
民

人

が

申

請

を

行

っ
て

い
る

(餌
)。

こ
れ

ら

か

ら

み

れ

ば

、

保

甲

制

下

の
役

職

に

あ

る

も

の
な

ど

、

周

囲

の
郷

村

社

会

に

お
け

る
有

力

な

民

が

中

心

と

な

り
、

「商

議

」

を

行

っ
た

上

で

場
市

設

置

の
申

請

を

行

っ
て

い

る
。

山

根

幸

夫

氏

は

、
市

集

を

支

配

し
た

の

は
豪

強

(紳

士

)

あ

る

い

は
生

監

層

で

あ

っ
た

と

さ

れ

、

郷

集

(農

村

市

場

)

を

設

立

し
た

の
も

、

知

県

の

呼

び

か

け

に

応

じ

た

紳

士

を

含

む
在

地

地

主

層

で
あ

っ
た

と

さ

れ

て

い

る

が

、

『
南

部

県
档
案

』

に

見

ら

れ

る

設

立

申

請

の
事

例

で

は

【
事

例

7
1

2

】

に

お

い

て

元

山

場

設

立

の
申

請

に

生

員

が

関

与

し

て

い

る

以

外

、

紳

士

の

関

与

を

認

め

る

こ

と

が

で
き

な

い
。

し

た

が

っ
て

『
南

部

県
档
案

』

を

見

る

限

り

に

お

い

て
、

該

県

の
場

市

の

設
立

申

請

者

は

郷

紳

な

ど

で

は
な

く
、

科

挙
身

分

を

も

た

な

い
郷

約

・
保

正

・
甲

長

あ

る

い
は

単

な

る
地

主

レ
ベ

ル

の
も

の
た

ち

が

中

心

と

な

っ
て

い
た

と

考

え

ら

れ

る
。

ま

た

、

【
事

例

1
1

1

】

【
事

例

1
i

2

】

で

は
申

請

者

の
中

に

胡

朝

萬

と

胡

朝

正

、

郵

崇

龍

と

都

臣

龍

と

い
う

同

族

ら

し
き

人

物

の
名

も

見

え

、

【
事

例

4
1

6
】

で

は
申

請

者

自

ら

を

「
小

的

椚

楊

・
蕪

・
張

・
趙

四

姓

」

と

総

称

し

て

い

る

こ
と

か

ら

、

そ

の
地

域

に

住

む

幾

つ
か

の
有

力

一
族

が

合

同

し

て
場

市

設

立

に

関

わ

る

場

合

も

あ

っ
た

と

窺

え

る
。

以
上
、
乾
隆
年
間
か
ら
光
緒
年
間
に
わ
た
る

一
一
件

の
事
例
を
中
心
と
し
て
分
析
を
行
う

。

二

場

市

設

立

の

申

請

と

認

可

(
1
)

場
市
設
立
の
申
請
者
と
場
頭

・
客
総



(
2
)

設
立
の
申
請
か
ら
認
可
に
至
る
手
続
き

こ
れ

ら

申

請

者

の
な

か

の
あ

る
者

が

そ

の
場

市

を

管

理

・
運
営

す

る

場

頭

・
客

総

な

ど

の
役

職

に

選

任

さ

れ

る
。

【
事

例

4
】

で

は
懇

状

人

楊

先

尭

・
蘇

友

徳

・
張

文

斌

、

抱

告

蘇

文

楷

・
趙

大

吉

・
王

開

第

の
う

ち

、

楊

先

尭

・
蘇

友

徳

・
張

文

斌

が

場

頭

に

、

蘇

文

楷

.
趙

大

吉

・
王

開

第

が

客

総

に
選

任

さ

れ

て

い
る

(43
)。

【
事

例

2
1

1
】

の
申

請

者

の

一
人

で
あ

っ
た
杜

文

富

が

【
事

例

2
1

2

】
で

は

「場

総

」

と

名

乗

っ
て

い

る

。

こ

の
場

総

と

い
う

役

職

は

用

例

が

少

な

く

詳

細

は

不

明

で

あ

る

。

【
事

例

2
】

の

「場

総

」

は

場

頭

に
類

す

る

も

の

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

が

、

【
事

例

6
1

2
】

で

は

同

じ

文

書

の
中

で

「場

頭

」

と

「
場

総

」

の
用

語

が
共
に

用

い
ら

れ

て
お

り

、

場

頭

の

長

で

あ

る
と

も

「
場

頭

・
客

総

」

の
略

称

で

あ

る

と

も

と

れ

、

意

味

を

定

め

が

た

い
。

客

総

と

は

、

『
巴

県
档
案

』

で

は
客

長

と

呼

ば

れ

て

い
る

も

の

で
、

そ

の
場

市

で
商

売

を

行

う

客

商

の
長

で
あ

る

と

思

わ

れ

る

。

そ
れ
が
し
ら

場

頭

・
客

総

の
選

任
方

法

は

、

【
事

例

4
1

1

】

に

「
蟻

等

簿

議

し

て
場

頭

楊

先

尭

・
蘇

友

徳

・
張

文

斌

、

客

総

蘇

文

楷

.
趙

大

吉

.

わ

た
く
し
ど

も

王
開
第
を
し
て
、
場
市
を
経
理
し
、
匪
類
を
盤
詰
す
る
に
、
責
成
を
専
ら
に
す
る
有
ら
し
む
」
と
あ
り

、
【事
例

4
i

6
】
に

「小
的

椚

を
し

て
場
頭

・
客
総
を
議
立
せ
し
め
ら
る
」
と
あ
る

よ
う
に
、
場
市
の
設
立
に
関
わ

っ
た
者
ら
の
合
議
に
よ

っ
て
県
衙
門
に
そ
の
名
を

申
請

し
、
正
式

の
場
頭

・
客
総
と
し
て
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
と
な

っ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
省
重
慶
府
附
郭
の
巴
県
の
档
案

の
中
に
よ
り
詳
し
い
例
が
見
ら
れ
る
。
乾
隆
三
四
年

(
一
七
六
九
)
、
巴
県

廉
里
三
甲
の
安
鳳
場
で
は
、
そ
れ
ま
で
場
頭

・
客
長
が
存
在
し
な
か

っ
た
の
で
、
場
民
の

「公
議
」
に
よ
り

「為
人
老
成
」

の
周
旭
万
を
場

頭
に
、

「正
直
端
方
」
の
謝
明
容
を
客
長
に
簸
挙
し
、
そ
の
結
果
を
そ
の
甲
の
郷
約
黄
兆
之
と
地
主
再
弘
道
が
県
衙
門
に
申
告
し
、
そ
の
認

可
を
得
て
い
る

。
し
か
も
、
そ
れ
を
証
明
す
る
執
照
は
直
里
五
甲
の
保
長
と
並
列
し
て
同
時
に
与
え
ら
れ
て
い
る

。
こ
れ
は
場
市
の

場
頭

・
客
長
が
保
甲
制
に
お
け
る
保
長
と
同
じ
範
疇

の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
点
は
、
恐
ら
く
南
部

県
で
も
同
様
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。



そ
れ
で
は
場
市
設
立
の
申
請
か
ら
許
可
に
至
る
手
続
き
を
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
。
前
述
し
た
場
市
設
立
申
請
の
事
例
五
件

の
う

ち
最
も
詳
細
に
そ
の
過
程
が
判
る
の
は

【事
例
4
】
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
道
光
二
二
年

(
一
八
四
二
)

一
一
月
二
六
日
最
初

の
申
請
が
懇
状
の
形
で
出
さ
れ
た
の
ち
、

一
旦
は

「査
す
る
に
、
該
庭
附
近
場
市
少
な
か
ら
ず
、
並
び
に
鴛
遠
な
ら
ず
、
儘
ま
ま
に
買
費
す

べ
く
ん
ば
、
男
に
設
場
を
行
う
を
准
さ
ず
、
以

っ
て
争
競
を
杜
む
」
と
の
知
県
の
批
を
受
け
て
不
許
可
に
な

っ
た

が
、

一
一
月
三
〇
日

に
再
度
申
請
を
行

っ
た

。
県
衙
門
は
こ
れ
を
受
理
し
、
票
と
い
う
文
書
を
発
出
し
て
、
二
人
の
胃
吏

・
衙
役
に
調
査
を
命
じ
る
と
と
も

に

「原
懇
」
(申
請
者
)
ら
を
召
喚
し
た

。

一
二
月
九
日
、
胥
役

に
よ
る
調
査
報
告
を

「覆
稟
」
の
形
で
受
け

、
そ
の
後
、
原
告
等

の
供
述
を
聴
取
し

、
一
二
月

一
五
日
以
降
に
、
知
県
の
示
諭
、
禁
止
事
項
を
書
き
込
ん
だ
牌
棍
、
お
よ
び
商
取
引
の
規
準
と
な
る
蒋

と
は栴
り

を
与
え
る
形
で
場
市
設
置
の
認
可
を
正
式
に
与
え
て
い
る

。

そ
れ
以
外

の
事
例
に
つ
い
て
手
続
き
を
検
討
す
る
と
、
【事
例
1
】
で
は
、
永
興
場
場
頭
ら
が
場
市
設
立
を
稟
請
す
る
と
と
も
に
、
陳
情

の
内

容
に
関
す
る
認
状

・
結
状
を
県
衙
門
に
出
頭
し
て
提
出
し
、
示
諭
の
給
付
を
請
う
と
い
う
段
階
を
踏
ん
で
い
る

。
ま
た
、
【事
例
2
】

【事

例
3
】
で
は
、
最
初
の
申
請
が
行
わ
れ
た
後
、
地
名

・
場
名

・
集
期

(市
日
)、
他
の
場
市
か
ら

の
距
離
な
ど

に
つ
い
て
再
報
告
が
知

県
か
ら
命
ぜ
ら
れ
て
お
り

、
【事
例
5
】
で
は
、
申
請
が
行
わ
れ
た
後
、
票
を
発
出
し
て
申
請
者
ら
を
県
衙
門
に
召
喚
し
、
認
状
を
提
出

さ
せ
、
そ
の
後
、
示
諭
を
発
給
し
て
い
る

。

以
上

の
事
例
よ
り
、
申
請
か
ら
許
可
に
至
る
手
続
き
と
し
て
は
、
①
懇
状

・
稟
状
に
よ
る
申
請
、
②
県
衙
門
に
よ
る
受
理
、
③
胃
吏

・
衙

役

の
派
遣
調
査
、
④
申
請
者
の
召
喚
、
⑤
胃
吏
の
調
査
報
告
、
⑥
申
請
者
ら
か
ら
の
聴
取
、
⑦
示
諭
の
発
給
、
⑧
牌
棍
と
斗

・
秤
の
給
付
と

い
う

段
階
を
踏
む
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
③
か
ら
⑥
ま
で
の
手
続
き
は
、
申
請
者
に
よ
る
再
報
告
と
認
状

・
結
状

の
提
出
で
代
替
す
る
場
合

が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

申
請
を
受
理
す
る
県
衙
門
の
側
で
注
目
す
べ
き
な

の
は
、
申
請
の
上
呈
や
現
地
の
調
査

・
報
告

お
よ
び
示
諭
原
稿
の
作
成
を
礼
房
の

胃
吏

が
行

っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
県
衙
門
の
な
か
で
場
市
設
立
案
件
を
主
管
す
る
部
署
が
礼
房
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
。

山
根
幸
夫
氏
は
、
清
代
後
期
の
山
東
省
の
事
例
を
引
い
て

「清
代
に
な
る
と
、
市
集

の
管
理

・
運
営
は
、
戸
房
の
胃
吏
の
管
轄
と
な

っ
た
」



場

市

設

立

を

県

衙

門

に

申

請

す

る

に
あ

た

っ
て

は

、
申

請

の
事

由

を

申

し

述

べ
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。
こ

の
点

に

つ
い

て

【
事

例

1
-

1
】

に

は

、
ニ

れ

か

　

蟻

の
宣

化

郷

三

甲

地

名

黒

水

潭

、

僻

野
窮

村

な

れ

ど

も

、

人

姻

稠

密

な

り
。

但
市

集

遠

鴛

な

れ

ば

、

塩

・
茶

・
油

・
姻

、

及

び

農

具

・
裸

物

、

甚

だ

取

易

す

る

こ
と

便

な

ら

ず

、

遠

渉

に

苦

し

む

に

至

る
。

と

あ

り

、

【
事

例

2
1

1

】

に

は
、

フて
れ

か

ば

つ

蟻

等

四

方

人

等

、

四

面

の
膓

市

鴛

遠

な

る

を

以

っ
て
、

就

近

、

店

に

在

り

て
買

責

擢

羅

す

。

と

あ

り

、

ま

た

、

【
事

例

2
-

2

】

に

、

そ
れ
か

ロう

そ
れ
が
し
ら

蟻

等

の
附

近

に
場

市

有

る
無

く

、

而

し

て
油

・
塩

・
米

根

、

買
責

す

る

に

便

な

ら

ざ

る

に
縁

り

、

故

に

蟻

等

、
境

地

人

等

と

協

同

し

て
商

議

し
、

附

近

の
観

子
唖

に
在

り

て

一
場
市

を

設

け

、

名

を

興

隆

場

に

取

り

、

議

し

て
毎

月

一

・
四

・
七

集

場

し

、

以

っ
て
油

・
塩

・
米

根

を

買
責

す

る

に

便

な

ら

し
む

。

と

述

べ
ら

れ

、

【
事

例

4
1

1

】

に

お

い
て

も

、

そ

れ

う

レ
ら

蟻

等

の
居

す

る
所

、
皆

な

各

庭

の
傷

市

を
離

る

る

こ
と

鴛

遠

に

し

て
、
米

根

・
油

・
塩

・
農

器
等

の
件

を

買

費

す

る

こ

と
便

な

ら

ず

。

と

あ

り

嚢

、

各

処

の
場

市

か

ら

遠

く

、

米

や

穀

物

、

油

・
塩

・
農

具

な

ど

、

農

民

の
日

常

生

活

に

直

接

関

わ

る

も

の

の
売

買

に

不

便

で
あ

り

、

で
あ

る

か

ら

場
市

を

開

設

し
た

い

の
だ

と
強

調

さ

れ

て

い
る

。

(3
)

設
立
申
請
の
事
由

・
強
調
点

と
概
括
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

島
.
が
、
少
な
く
と
も
南
部
県
の
場
市
設
立
に
は
あ
て
は
ま
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
『南
部
県
档
案

』
を
見

る
限
り
、
南
部
県
の
県
衙
門
に
と

っ
て
場
市
設
立
は
経
済

・
財
政
問
題
で
は
な
く
、
ま
ず
風
紀

・
治
安
問
題
で
あ

っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

る

。



設
立
申
請
書
の
な
か
で
は
市
の
設
立
事
由
以
外
に
も
強
調
さ
れ
て
い
る
点
が
い
く

つ
か
あ
る
。
【事
例
1
】
【事
例

2
】
で
は
前
項
で
既

述
し
た
よ
う
に
油

・
塩

・
米

・
穀
物
お
よ
び
煙
草

・
農
具
な
ど
農
民
の
日
用
品
を
売
買
す
る
こ
と
が
そ
の
目
的
と
さ

れ
た
が
、
【事
例
2
1

2
】

で
は
そ
れ
と
と
と
も
に
、

並
べ
て
未
だ
牛

・
馬

・
猪
市
取
る
所
の
行
用
を
設
有
せ
ず
。

と
断
り

、
牛

・
馬

・
猪
市
と
異
な
る
こ
と
及
び

「行
用
」
を
徴
収
し
て
い
な

い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る

。

「行
用
」
と
は
商
行
為

に
付
随
し
て
徴
収
さ
れ
る
手
数
料
と
も
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
か
ら
考
え
れ
ば
、
牛
や
馬

・
豚
な
ど
の
家
畜

を
商
う
市
は
、
別
種
の

も
の
と
し
て

↓
般
場
市
か
ら
区
別
さ
れ

、
し
か
も
そ
れ
ら
は
行
用
を
徴
収
す
る
こ
と
が
普
通
だ

っ
た
の
に
対
し
て
、

一
般
場
市
で
は
通

常
そ
れ
を
徴
収
し
て
は
い
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
【事
例
6
】
に
お
い
て
は
、

一
般
場
市

で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、

「斗
市
」
と

い
う
行
用
が
徴
収
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。

次

に
場
市
設
立

の
申
請
に
際
し
て
特
に
強
調
さ
れ
る
の
は
治
安

・
風
紀
維
持
で
あ
る
。
【事
例
4
1

6
】
に
楊
先
尭

・
蘇
文
楷

・
王
開
第

の
供
述
と
し
て
、

わ

も
に
ア
　
　
げレ

　
も

今
法

の
審
断
を
蒙
る
に
、
…
…
小
的
椚
を
し
て
場
頭

・
客
総
を
議
立
し
、
外
来
の
匪
徒
を
稽
査
し
、
嚴
撃
し
て
案
に
送
り
究
治
せ
し
め

ら
る
。
併
び
に
無
恥
の
婦
女

の
場
に
趨
き
酒
を
食
し
非
を
滋
く
す
る
を
嚴
禁
せ
ら
る
。
個
し
外
来

の
匪
徒
の
境
に
入
り
、
婦
女
の
場
に

わ
た
く
し
と
ち

わ
た
く
し
と
も

趨
き
て
閾
を
滋
く
す
る
有
れ
ば
、
惟
小
的
椚
究
む
を
是
と
し
、
小
的
椚
断
に
遵
い
て
癬
理
す
。

と
あ

り

、
ま
た
、
そ
れ
に
対
し
て
県
衙
門
も

【事
例
5
1

2
】
に
、

嗣
い
で
集
期
に
逢
う
毎
に
場
頭
人
を
口
派

し
て
経
理
せ
し
む
る
に
至
り
て
は
、
務
め
て
須
ら
く
公
平
に
交
易
し
、
貧
民
を
欺
屋
す

お

よ

る
を
得
ざ
る
べ
し
。
倫
し
外
來
の
匪
徒

の
場
に
入
り
、
絡
籍
以
及
び
酎
酒

・
打
架

・
窩
賭

・
窩
娼

・
悪
巧

・
佑

討
及
び
口
口
せ
ば
、
爾

等
の
立
即
柾
稟
し
て
來
案
せ
し
め
、
以
っ
て
壼
法
懲
治
す
る
に
慧
る
を
許
し
、
賄
を
受
け
て
隠
徊
祖
護
す
る
を
容
れ
、
併
究
を
干
す
を

致
す
を
得
ざ
ら
し
む
。

と
あ

る

よ
う
に
、
場
頭

・
客
総
予
定
者
ら
に
対
し
、
場
市
に
お
い
て
公
正
な
取
引
を
保
持
す
る
よ
う
諭
す

一
方
、
外
来

の
賊
が
侵
入
し



本
節
の
最
後
に
、
実
際

の
場
市
開
設
と
申
請

・
認
可
の
関
係
に

つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

ま
ず

【事
例
4
】
で
は
、
申
告
以
前
に
場
名
を
既
に
改
め
、
場
頭

・
客
総
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
、
場
市
営
業
に
関
し
て
、
市
を
開
く
日
、

管
理

手
数
料
た
る
斗
市
の
額
、
店
房

の
賃
貸
料
な
ど
を
詳
細
に
記
述
す
る

一
方
、
そ
の
点
に
お
け
る
認
可
を
請
う
て
は
い
な
い
こ
と
、

さ
ら

に

「
(県
衙
門
に
対
し
て
)
不
実
の
罪
が
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
考
え
て
、
場
市
設
立
申
請
以
前
に
定
期
市
の
営
業
を

開
始

し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
ま
た

【事
例
2
】
で
は
、
道
光

一
七
年

(
一
八
三
七
)
九
月
に
最
初
の
設
立
申
請
を
行
い
、
「稟
の

如
く
、
就
近
、
観
子
垣
地
方
に
在
り
て
場
市
を
興
設
す
る
を
准
し
、
以
っ
て
通
融
す
る
を
便
な
ら
し
む
る
は
、
可
な

り
」
と
の
知
県
の
批
は

与
え

ら
れ
た

も
の
の
、
場
名

・
集
期
な
ど
を
申
告
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
正
式

の
認
可
た
る
示
諭
や
斗
秤

・
牌
棍
な
ど
を
給
付
さ
れ

な

い
う
ち
に
、
既
に
場
市
の
営
業
を
始
め
て
い
る

。
【事
例
1
】
も
、
最
初

の
申
請
の
時
点
か
ら
申
請
者
が
場
頭
と
名
乗

っ
て
い
る

こ
と

か
ら
考
え
て
、
県
衙
門

へ
の
申
請
以
前
か
ら
事
実
上
の
営
業
を
開
始
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に

【事

例
7
】
で
は
、
実
際
に

未
認
可
で
元
山
場
と
い
う
場
市
を
営
ん
で
い
た
た
め
に
、
「場
市

の
私
設
」
と
し
て
訴
え
ら
れ
て
い
る

。

つ
ま
り
、
多
く
の
事
例
で
は
、

実
態
的
に
は
先
に
市
を
開
い
て
お
い
て
、
あ
る
時
点
で
県
衙
門
の
認
可
を
得
る
た
め
に
申
請
を
行

っ
た
と
い
う
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

(4
)

場
市
開
設
と
申
請

・
認
可

た
場
合
や
風
紀
上
好
ま
し
く
な

い
事
態
が
生
じ
た
場
合
は
、
そ
れ
を
取
り
締
ま
る
権
限
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
商
取
引
を
め
ぐ
り

騒
動
が
起
き
や
す
い
だ
け
で
は
な
く
、
得
体

の
知
れ
な
い
外
来
者
が
入
り
込
み
や
す
い
た
め
に
、
郷
村
社
会

の
安
定

.
安
全
を
撹
乱
す
る
要

因
と
も
な
り
か
ね
な
い
場
市
と

い
う
も
の
に

つ
い
て
、
申
請
者
側
、
県
衙
門
側
双
方
と
も
に
か
な
り
強
く
警
戒
し
て
お
り
、
場
市
設
立
後
は

場
市

の
公
正
な
運
営
に
加
え
、
治
安

・
風
紀
保
持
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
。
前
項

で
言
及
し
た
ご
と
く
場

市
設
立
の
申
請
を
管
轄
す
る
部
門
が
礼
房
で
あ

っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
県
レ
ベ
ル
の
地
域
社
会
に
於

い
て
、
場
市
設
立
と
は
、

一
義
的
に
は

治
安

・
風
紀
問
題
だ

っ
た
の
で
あ
る
。



場
市
が
開
設
さ
れ
る
地
点

の
地
理
的
条
件
と
し
て
は
、
【事
例
2
-
1
】
に
、
観
子
唖
に
開
設
し
た
興
隆
場
の
公
式
の
認
可
を
求
め
て
、

そ
れ
が
し
ら

蟻

等

の
附
近
の
観
子
唖
常
土
、
地
方
の
大
路
に
し
て
、
上
は
保
郡
に
通
じ
、
下
は
順
慶
に
達
す
。

と
あ
る

よ
う
に
、
当
然
な
が
ら
ま
ず
交
通
の
便
の
好
い
地
が
選
ば
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
重
要
な
条
件
と
し
て
、
周
囲
の
場
市
か
ら
の

距
離
が
挙
げ
ら
れ
る
。
周
囲
の
場
市
か
ら
あ
ま
り
距
た

っ
て
お
ら
ず
、
地
域
内

の
場
市
の
密
度
が
高
い
場
合
に
は
、

【事
例
4
-
1
】
の
よ

(
1
)

立

地

本
節
で
は
、
場
市

の
立
地

・
集
期

(市
日
)
と
そ
こ
か
ら
場
頭
ら
が
得
る
収
入
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三

場

市

の

立

地

・
集

期

と

収

入

で
は
な
ぜ
敢
え
て
認
可
を
得
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず

【事
例
7
1
1
】
に
見
る
よ
う
に
、
県
衙
門
の
認
可
を
得
て
い
な
け
れ
ば
、

他
人
か
ら

「場
市
の
私
設
」
と
し
て
告
訴
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
以
外
に
も

【事
例
4
1

1
】
に
、

場
市
を
新
設
す
る
に
至
り
て
は
、
匪
類
、
至
る
を
免
れ
難
し

。
未
だ
仁
恩
な
る
示
禁

の
牌
棍
を
見
ず
、
目

に
法
催
無
く
ん
ば
、
恐

そ
れ
が
し
ら

そ
れ
が
し
ら

ら
く
は
禍
端
を
滋
く
せ
ん
。
蟻

等
に
不
實
の
責

有
る
も
、
蟻

等
、
膓
頭
楊
先
尭

・
蘇
友
徳

・
張
文
斌
、
客
総
蘇
文
楷

・
趙
大
吉

.
王
開
第
と
簿
議
し
て
、
場
市
を
経
理
し
、
匪
類
を
盤
詰
す
る
に
、
責
成
を
専
ら
に
す
る
を
有
ら
し
む
。
是
を
以

っ
て
仁
天
に
牌
棍

の

示
禁
、
較
準
せ
る
斗
升
を
賞
給
せ
ら
れ
、
以

っ
て
匪
類
を
傲
め
ら
れ
ん
こ
と
を
懇
祈
す
。

と
あ

る

よ
う
に
、
外
来
の
匪
賊
ら
が
侵
入
し
て
く
る
危
険
性
も
常
に
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
、
県
衙
門

の
認
可
を
受
け
、
そ
の
権
威
を
借

り
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
場
市

の
管
理
を
よ
り
確
か
な
ら
し
め
る
意
図
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。



地
図
2爾

部
県
場

欝
位

置
樵

定
図

荘
1.底

鋼
お

よ
び

県
城

・
嚇

市
の

位
置

の
推

定
に

は
『
四

川
賓

地
潤

冊
』

中
羅

地
図

幽
版

縫
:、

2007年
刊

、
第

且
0版

173閲
中

市
儀

朧
梨

南
部

県
」

を
{婁

携
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用
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史
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場
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僚
置
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き
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載
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3.溝
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確
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猫

い
た

戚
劉
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な

い
た

め
、

謬
考

法
で

に
現

代
の

県
境

を
付

し
た
,、

よ
っ

て
温

時
の

県
境

と
は

異
な

る
部

分
が

あ
る

と
思

わ
れ

る
(劔

え
ば

、
済

代
に

南
部

県
内

に
あ

っ
た

は
ず

の
察

村
駅

や
鮮

店
チ
が

、
上

図
で
1ま

鳳
外

に
な

つ
て

い
る
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う
に
、
そ
れ
を
理
由
と
し
て
場
市
設
立
が
却
下
さ
れ
る

場
合
も
あ

っ
た
。

そ
れ
で
は
、
南
部
県

の
場
市
は
隣
接
場
市
か
ら
ど
れ
ほ
ど
距
た

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
【事
例
4
1

4
】
で
は
、
申
請
の
あ

っ
た
石
門

塘

(龍
鳳
場
)
が
、
建
興
場
か
ら
四
〇
余
里
ほ
ど
、
青
獅
場
か
ら
四
五
里
ほ
ど
、
躍
唖
廟
か
ら
三
五
里
ほ
ど
離
れ
て

い
る
と
報
告
さ
れ
て
お

り

、
【事
例
3
1

2
】
で
は
、
申
請
の
あ

っ
た
呉
家
煽

(義
和
場
)
が
、
大
坪
場
か
ら
六
〇
里
、
建
興
場
か
ら
七
〇
里
、
椀
樹
場
か
ら
五

〇
里
、
萬
年
場
か
ら
五
〇
里
離
れ
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る

。
地
域
の
情
況
に
よ
り
周
囲
の
場
市
と
の
適
正
な
距
離
に
は
相
違
が
あ

る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
お
よ
そ
二
〇
㎞
か
ら
四
〇
㎞
ほ
ど
離
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
倉
持
氏
は
、
光
緒

『
蓬
州
志
』
に
よ

っ
て
、
南
部

県
の
東
南

に
隣
接
す
る
蓬
州
の
場
市
に

つ
い
て
、
「隣
接
場

へ
の
距
離
は
最
も
遠

い
も
の
で
五
十
里
、
近
い
も
の
で
十
五
里
で
あ
る
」

と

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
比
べ
る
と
、
【事
例
3
-
2
】
呉
家
塙

(義
和
場
)
の
事
例
は
距
離
が
や
や
大
き
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

地
図

2
を
み
て
い
た
だ
く
と
若
干
不
自
然
な
こ
と
に
気
が

つ
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
義
和
場
の
正
確
な
位
置
は
不
明
で
あ
る
が
、
萬
年
場
と
大

坪
場

・
建
興
場
か
ら
の
距
離
に
よ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
柳
邊
駅
の
南
あ
た
り
に
位
置
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
義
和
場

の
周
囲
の
場
市
と
し
て

前
述

の
三
場
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
間
に
も

っ
と
近
い
は
ず
の
大
橋
場
や
柳
邊
駅
が
あ
る
。
若
干
時
代
が
下
る
が
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る

道
光

二
九
年

二

八
四
九
〕
刻
の

『南
部
県
志
』
巻
二
、
輿
地

・
市
鎮
を
み
る
と
柳
邊
駅

・
大
橋
場
の
二
場
市
は
そ

の
時
期
に
存
在
し
て
お

り
、

こ
の
隣
接
す
る
場
市
ま
で
七
〇
里

・
六
〇
里
と
い
う
距
離
は
故
意
に
遠
く
離
れ
た
場
市
を
選
ん
で
報
告
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
倉
持
氏
の
い
わ
れ
る
近
い
も
の
で

一
五
里

(約
八
㎞
)
遠
い
も
の
五
〇
里

(三
〇
㎞
弱
)
と
い
う
距
離
が
や
は
り
妥
当
で
あ
ろ
う
。

つ
ま

り
、
交
通
の
便
の
好
い
地
点
で
あ
り
、
か

つ
周
囲
半
径

一
〇
㎞
弱
～
三
〇
㎞
弱
の
範
囲
に
場
市
が
な
い
場
合
、

そ
こ
が
場
市
開
設
の
適

地
で
あ
る
と
設
立
者

・
県
衙
門
の
双
方

特
に
、
争
い
を
生
じ
さ
せ
た
く
な
い
県
衙
門

か
ら
見
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ

て
、
農
村
に
お
け
る
定
期
市
の
設
立
と
集
落
形
成
の
関
係
を
論
じ
る
場
合
、
草
市
と
い
う
農
村
市
場
が
開
か
れ
、
そ
れ
が
基
礎
と
な

っ

て
市
鎮
な
ど
の
市
場
町
の
市
街
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う

の
が
中
国
経
済
史

の
古
典
的
な
見
方
で
あ
る

。
そ
こ
で
は
あ
た
か
も
何
も
な
い

と
こ
ろ
に
お
い
て

一
定
の
時
間
を
決
め
て
市
が
開
か
れ
、
そ
れ
が
次
第
に
開
市

の
間
隔
を
狭
め
て
い
き
、
遂
に
は
店

が
常
設
さ
れ
る
よ
う
に

な

っ
て
市
街
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
は
唐
宋
変
革
期
の
中
長
期
的
な
全
般
的
傾
向



を
述

べ
る
論
と
し
て
は
或
い
は
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
清
代
後
期
の
南
部
県
に
お
け
る
個

々
の
場
市
成
立

の
事
例
を
見
た
場
合
、

こ
の
見
方
を
そ

の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
【事
例
2
1

1
】
に
お
い
て
は
、
場
市
を
設
立
し
よ
う

と
い
う
観
子
唖
と
い
う

地
点

に

つ
い
て
、

そ
れ
が
し
ら

平
昔
該
観
地
方
に
杜
姓
の
此
に
在
り
て
腰
店
を
開
設
す
る
有
り
。
蟻

等
四
方
人
等
、
四
面
の
膓
市
鴛
遠
な
る
を
以

っ
て
、
就
近
、
店

に
在
り
て
買
費
擢
羅
す
。

と
い
い

、
市
を
開
く
に
先
立

っ
て

「腰
店
」
が
あ

っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「腰
店
」
と
は
玄
店

の
こ
と

で
あ
り

、

つ
ま
り

常
設

の
小
商
店
が
、
場
市
の
開
設
に
先
立

っ
て
商
行
為
を
行

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
【事
例
4
1
2
】
に
は
、

蟻
か筆

の
附
近
の
石
門
塘
地
方
、
乃
ち
古
跡
塘

口
の
地
な
る
に
縁
り
、
向
ろ
腰
店
数
問
有
り
、
近
ろ
人
姻
漸
く
密
に
し
て
、
舖
戸
日
ご

と
に
多
く
な
る
に
因
り
、
附
近
の
郷
民
根
食
等
物
を
買
費
す
る
に
、
早
に
此
に
在
り
て
貿
易
す
る
を
経
、
甚
だ
相

い
安
ん
ず
る
を
覧
ゆ
。

と
あ

り

、
以
前
か
ら
玄
店
が
数
軒
あ

っ
た
こ
と
、
最
近
こ
こ
に
人
が
集
住
す
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ

っ
て
舗
戸
が
増
え
て

き
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
四
川
の
農
村
は

一
般
に
散
村

の
形
態
を
と
る

が
、
そ
う
し
た
条
件
下
、
ま
ず
こ
こ
に
広
店
が
存
在
し
、

そ
れ
を
契
機
と
し
て
そ
の
地
点
に
あ
る
程
度
の
人
口
集
中
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
置
か
れ
る
商
店
も
増
加

・
拡
大
し
た
の
ち
、
定
期
市

の
設
立
が
申
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
市
が
開
か
れ
る
空
間
そ
の
も
の

す
な
わ
ち
小
縮
尺
レ
ベ
ル
の
地
理
的
条
件
と
し
て

は
、

「鱗
か集
其
の
地
を
目
賭
す
る
に
、
四
面
並
べ
て
田
園

・
藍
墓
無
く
、
以

っ
て
場
市
を
興
設
す
べ
し
」
と
あ
る

よ
う
に
空
き
地
が
選

択
さ
れ
る
が
、
決
し
て
、
そ
の
周
囲
も
含
め
て
全
く
の
空
閑
地
に
場
市
が
開
設
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
場
市
開
設
以
前
に
小
商
店
の
存
在

や
人
家

の
あ
る
程
度

の
集
中
が
あ

っ
た
上
で
、
そ
の
集
中
地
付
近
で
開
市
す
る
の
が
適
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
付
近
の
空
き

地
か
路
端
が
実
際
に
市
を
開
く
場
所
と
し
て
選
択
さ
れ
る
の
で
あ
る

歯
。
場
鎮

の
成
立
す
る
地
点
は
当
店

・
旅
館
や
寺
廟
、
お
よ
び
政
治

・
文
化
的
施
設
な
ど
が
存
在
す
る
特
異
点
で
あ

っ
た
と
小
島
氏
は
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
南
部
県
に
お
い
て
も
、
仏
庵

の
土
地
で
市
が

開
か
れ
て
い
る
事
例
や
郵
駅
の
存
在
が
場
市
形
成

の
契
機
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
事
例
が
あ
り

、
こ
の
点
は
三
台
県
と
全
く
同
様
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。



場
市
を
経
営
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
如
何
な
る
収
入
が
設
立
者
ら
に
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
【事
例
4
1
1
】
に
は
、

龍
鳳
場
凡
そ
舖
房

一
間
を
建
修
し
、
毎
年
止
だ
地
租
銭
二
百
文
を
認
ず
る
の
み
に
し
て
、
均
し
く
異
言
無
し
。

と
あ
り

(蟹
、
場
市

の
施
設
で
あ
る
店
房

の
地
代
と
し
て
年
間
二
百
文
を
徴
収
し
て
お
り
、
ま
た
、
【事
例
6
-

4
】
に
お
い
て
も
、
場
市
の

房
租
を
土
地
主

の
仏
庵
の
住
持
が
徴
収
し
て
い
る

。
商
行
為
を
行
う
場
所
、
そ
れ
も
屋
根

の
あ
る

「み
せ
」

(店
房
)
を
貸
し
て
い
る
の

(
3
)

場
市
か
ら
の
収
入
と
そ
の
使
途

市

が

開

か

れ

る

期

日
す

な

わ

ち

市

日

の

こ

と

を

『
南

部

県
档
案

』

で

は
集

期

と

呼

ん

で

い
る

。

こ
れ

に

つ

い

て
、

【
事

例

2

】

の

興

隆

場

(観

子

唖

)

は

一
旬

の
う

ち

}

・
四

・
七

の

三

日

、

【
事

例

3

】

の
義

和

場

が

一
旬

の
う

ち

二

・
五

・
八

の
三

日

、

【
事

例

4

】

の
龍

鳳

場

(
石
門

塘

)

が

一
旬

の
う

ち

一

・
四

・
七

の

三

日

(里
、

そ

れ

ぞ

れ

市

を

開

く

こ
と

と

な

っ
て

い

る
。

倉

持

氏

に

よ

れ

ば

、

四

川

の
場

市

は

そ

の
殆

ど

が

十

日
間

に

三

回

開

く

こ
と

に

な

っ
て

い

る

と

の

こ

と

で

あ

り

、
清

代

後

期

の
南

部

県

も

そ

の
例

に
漏

れ
な

か

っ
た

。

隣

接

す

る

場

市

の
集

期

と

の
関
係

は

【
事

例

4

】

に

お

い

て

知

る

こ
と

が

で
き

る
が

、

建

興

場

が

一
旬

の
う

ち

二

・
五

・
九

、

青

獅

場

が

同

じ

く

二

・
五

・
八

、

罎

唖

廟

が

同

じ

く

三

・
六

・
十

の

三

日

そ

れ

ぞ

れ

開
市

す

る

の

に
対

し

て
、

新

設

す

る

龍

鳳

場

は
前

述

の

よ

う

に

一

・

四

・
七

の
三

日
開

市

す

る
と

申

告

さ

れ

て
お

り

、
隣

接

す

る

ど

の
場

市

と

も
集

期

が

重

複

し

な

い
よ

う

に

調
整

さ

れ

て

い
る

。

こ

れ

は

、

前

掲

し

た

【
事

例

4
1

1
】

の
知

県

の
批

に

「
不

准

男

行

設

場

、

以

杜

争

競

」

と

あ

り

、

ま

た

、

【
事

例

7
1

1

】

で

は

近
接

し

た

場

市

同

士

の
集

期

が

重

な

っ
て

い

た

た

め

争

い

に
な

っ
て

い

る

こ

と

か

ら

見

て

、

場

市

同

士

の
競

争

を

避

け

、

各

場
市

を

周

る
商

人

や

客

ら

の
便

宜

を

図

っ
た

と

思

わ

れ

る
。

(
2
)

集

期

(市

日

)



だ

か

ら
、

そ

の
貸

し
賃

を

徴

収

す

る

こ
と

は
当

然

で

あ

ろ

う

。

【
事

例

4
1

1

】

で

は

、

さ

ら

に
、

マ
マ

マ
マ
マ
マ

毎
月
逢

一
・
四

・
逢
十

〔七
〕
等
の
日
に
逢
う
毎
に
瘍
に
集
ま
り
、
工
を
請
い
て
経
理
せ
し
め
、
斗
市
は
狼

一
斗
毎
に
止
だ
銭
四
文
を

取
り
て
、
以
っ
て
経
理
の
食
費
と
作
す
の
み
に
し
て
、
額
外
需
索
し
て
男
に
事
端
を
生
ず
る
を
得
ず
。

と
あ

り

、
「斗
市
」
と
い
う
行
用
を
、
穀
物
取
り
引
き
量

一
斗
ご
と
に
銅
銭
四
文
徴
収
し
、
場
市
管
理
を
実
際
に
担
当
す
る
人
間
の
労
賃

(「
食
費
」
)
に
充
て
て
い
る
。
こ
の
人
間
は
、
加
藤
氏
の
い
う

「斗
秤
人
役
」
で
あ
り

、
場
頭

・
客
総

の
も
と

で
、
実
際
に
場
市
に
出

向
き
、
斗
や
秤

(県
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
県
衙
門
か
ら
給
付
さ
れ
た
そ
れ
)
を
管
理
し
、
取
引
の
当
事
者

が
売
買
し
た
商
品
の
計

量
に
訪
れ
る
と
、
そ
れ
を
計
量
し
た
上
で
、
そ
の
量
に
応
じ
た
斗
市
を
徴
収
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

。
【事
例

6
1
3
】
に
見
え
る
、

莫
慮

元

・
股
懐
先
ら
に
襲
撃
さ
れ
殴
る
蹴
る
の
暴
行
を
受
け
た

「
工
人
哀
朝
保
」
も
こ
れ
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る

。
【事
例
6
】
に
お
い

て
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
暴
力
事
件
が
起
こ
っ
た
か
と
い
う
と
、
第

一
節
で
概
述
し
た
よ
う
に
斗
市

の
分
配
に
争
い
が
起

こ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
【事
例
6
】
の
永
定
場
と
い
う
場
市
は
、
【事
例
6
1
4
】
の
僧
普
寛

の
供
述
に
、

こ

小
僧
人
削
髪
し
て
、
永
興
篭
に
て
焚
献
し
、
這
の
永
定
場
に
場
市
を
建
設
す
る
に
、
是
れ
永
興
苓
の
常
土
に
し
て
、
其
の
房
租
及
び
斗

市
は
僧

の
経
牧
に
蹄
せ
り
。

と
あ

る

よ
う
に
、
永
興
苓
の

「常
土
」
で
開
催
さ
れ
て
お
り
、
元
来
、
永
興
奄
を
営
む
費
用
に
す
る
と
い
う
名
目
で
住
持
普
寛
が
斗
市

を
徴
収
し
て
い
た
が
、
同
じ
く
、
何
青
揚

・
戴
朝
盛

・
王
玉
欽

・
莫
仕

一

(益
)

の
供
述
に
、

こ這
の
永
定
場
は
永
興
苓
の
常
土
に
係
る
。
早
年
永
定
場
の
斗
市
、
永
興
苓
住
持
の
経
牧
に
蹄
す
る
も
、
股
懐
先
椚
、
永
定
場
の
文

・
武

わ
た
く
し

と
も

・
火
神
廟
宇
を
建
修
す
る
に
因
り
、
股
懐
先
椚
、
蓋
即
斗
市
を
将

っ
て
鯨
呑
せ
ば
、
永
興
奄
の
廟
宇
傾
頽
す
る
有
り
。
小
的
椚
、
廟
宇

ら

わ
た

く
し
と
も

を
補
修
し
、
斗
市
を
将

っ
て
瞭
回
し
永
興
苓
廟
宇
を
培
修
せ
ん
と
す
る
も
、
股
懐
先
椚
抗
い
て
瞭
還
せ
ざ
る
有

り
。
是
れ
小
的
椚
纏
に

来
案
し
て
告
せ
り
。

と
あ

る

.旭
よ
う
に
、
そ
の
後
、
場
頭
莫
鷹
元

・
般
懐
先
ら
が
永
定
場
に
文

・
武

・
火
神
廟
を
建
て
る
と
い
う
理
由

で
、
そ
れ
を
徴
収
す
る



よ

う

に

な

り

、

永

興

苓

に

回

さ

れ

て

こ
な

く

な

っ
た
。

文

・
武

・
火

神

廟

の
完

成

後

も
、

莫

磨

元

ら

が

斗

市

の
徴

収

を

続

行

し

た

た

め

、

道

光

一
七

年

(
一
八

三

七

)

七

月

三

日

に

普

寛

ら

が
告

訴

し
た

。

そ

れ

に
対

し

て

知

県

は

、

二

六

日

に

一
旦

、

莫

鷹

元

ら

を

解

任

し

、

斗

市

に

つ
い

て

は
、

【
事

例

6
-

5

】

の
生

員

ら

の
供

述

に

、

う

こ

ら

問
い
て
韓
邦
平

.
王
多
吉

.
賞
文
柄

.
質
宗
勲

・
丁
基
盛
の
全
に
供
せ
る
を
拠
く
る
に

「這
の
永
定
場
の
斗
市
、
股
懐
先
椚
の
斗
市
を

ら

覇
呑
す
る
を
被
れ
る
こ
と
、
是
れ
生
員
椚
、
案
に
就
き
て
其
れ
稟
せ
り
。
訊
断
を
蒙
り
た
る
に
、
永
定
場
の
斗
市
も
て
均
し
く
三
分
に

剖
ち
、

一
分
を
し
て
永
興
苓
の
住
持
に
蹄
し
、

一
分
を
し
て
客
総
に
蹄
し
、

一
分
を
し
て
義
學
に
蹄
し
、
各

の
日
期
に
照
し
て
斗
市
を

わ
た
く
し

ま
さ

経

牧

せ

し

め

、

混

乱

す

る
を

得

ざ

ら

し

め

ら

る

。

小

的

、

断

に
遵

う

こ

と

、

就

に

是

な

り

」

と

あ

り
。

　

と
あ

る

よ
う
に
、
そ
の
後
二
八
日
ま
で
の
間
に
、
義
学
を
創
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
生
員
ら
を
加
え
て
三
者
で
均
分
す
る
よ
う
に

命
じ

て
い
る
。

南
部
県
内
の
市
場
に
お
い
て
行
用
を
徴
収
し
た
例
と
し
て
、

↓
般
の
場
市
で
は
な

い
が
、
棉
花
市
の
例
が
あ
る
。
盤
龍
騨
王
爺
廟
で
は
棉

花
市
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
【事
例

12
】
に
、
王
爺
廟
の
住
持
の
言
葉
と
し
て
、

僧
の
炭
秤
を
経
管
す
る
に
至
り
て
は
、
月
毎
に
官
炭
二
斗
を
上
る
。
又
廟
内
の
棉
花
市
に
て
取
行
し
て
焚
献
す

る
有
る
も
、
乃
ち
僧
、

管
理
す
る
こ
と
多
年
、
並
べ
て
混
齪
す
る
無
し
。

と
あ
り

、
王
爺
廟
と
い
う
寺
廟

の
運
営
費
の
た
め
に
廟
内
の
棉
花
市
か
ら
の
行
用
と

「炭
秤
」
か
ら
の
収
入
が
利

用
さ
れ
て
い
る
。
「炭

秤
」
と
は
お
そ
ら
く
炭
を
売
買
し
た
と
き
、
そ
の
取
引
量
を
計
量
し
、
前
述
の
斗
市
の
よ
う
に
取
引
量
に
応
じ
て
手
数
料
を
取
る
秤
お
よ
び

権
限
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
棉
花
市

の
行
用
や

「炭
秤
」
な
ど
商
取
引
を
契
機
と
し
た
収
入
の

一
部
を
、
官
に
供
出
す
る
一
方
、
寺
廟

の

運
営
費
に
使
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
【事
例
6
】
に
非
常
に
類
似
し
た
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
事
例
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
行
用
を
市
場
経
営
の
費
用
に
用
い
る
の
で
は
な
く
、
寺
廟
の
創
建
や
修
理
、
義
学
の
創
立
な
ど
別

事
業

の
た
め
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第

二
節
第
三
項
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
南
部
県
の

一
般
場
市
に
お
い
て
斗
市
な
ど
の
行
用
を

徴
収
す
る
こ
と
は
通
常
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。
特
別
な
理
由
が
あ

っ
て
初
め
て
そ
れ
は
県
衙
門
に
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
寺
廟
の
修
築

・



以
上
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
場
市
を
設
立
す
る
た
め
に
は
設
立
者
ら
が
県
衙
門
に
申
請
し
、
そ
の
認

可
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
、
そ
う
し
て
初
め
て
公
的
に
正
式
な
発
足
を
場
市
は
迎
え
る
。
設
立
時
に
は
示
諭
を
掲
示
し
、
県
衙
門
の
権
威
を
借
り
る
こ
と
に
よ
り
、

ま

す

場

市

の
治

安

維

持

は

よ

り

容

易

に

な

り

、
升

斗

や

秤

を

も

ら

い
受

け

、
度

量

衡

の
明

確

化

を

図

る

こ

と

に

よ

り

、
公

正

な

取

引

を

保

障

し
た

。

そ

の
よ

う

な

も

の
を

場

頭

ら

に

給

付

す

る
と

い
う

こ

と

は

、

【
事

例

4
1

7
】

に

、
ま

ま
ト

此
を
榛
け
、
批
示
を
呈
し
、
並
び
に
斗
秤

・
牌
棍
を
給
獲
す
る
を
除
く
の
外
、
合
に
示
を
出
だ
し
て
暁
諭
す
る
を
行
う
べ
し
。
此
が
為
、

該
場
の
場
頭

・
居
民

・
舖
戸

・
買
責
人
等
に
示
仰
し
て
知
悉
せ
し
め
、
嗣
後
、
買
費
は

一
切
務
め
て
須
ら
く
給
獲
し
た
る
較
準
せ
る
斗

秤
を
遵
用
し
、
公
平
に
交
易
し
、
強
を
以

っ
て
弱
を
凌
ぎ
、
衆
を
以
っ
て
寡
を
欺
く
を
許
す
母
か
る
べ
し
。

と
あ

る

よ
う
に
、
県
衙
門
も
公
正
で
安
定
し
た
場
市
運
営
、
ひ
い
て
は
そ
の
地
域
の
秩
序

・
治
安
の
維
持
を
場
頭
た
ち
に
期
待
し
て
い

四

設

立

後

の

場

市

と

県

衙

門

運
営
や
義
学
の
設
置
、
祭
り
開
催
の
た
め
の
物
的
負
担
な
ど
の
目
的
は
、
そ
れ
に
十
分
見
合
う
公
的
な
理
由
で
あ
る
と
当
時
南
部
県
で
は
見

な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

本
項
で
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
場
頭

・
客
総

・
地
主
ら
が
場
市
か
ら
得
る
収
入
と
し
て
は
そ
の
店
房

あ
る
い
は
地
所
の
賃
貸

料
と
、
商
取
引
を
契
機
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
斗
市
を
は
じ
め
と
す
る
行
用
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
行
用
の
徴
収
は
、
南
部
県
の

一
般
場
市
に

お
い
て
、
何
ら
か
の
公
的
な
目
的
が
無
け
れ
ば
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
档
案

を
見
る
限
り
に
お
い
て

す
な
わ
ち
公
認

さ
れ
た
収
入
源
を
見
る
限
り
に
お
い
て
、
場
市

の
管
理
者
た
ち
が
得
る
収
入
は
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

な

お
行
用
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
資
金
の
使
途
に
は
、
こ
こ
で
述
べ
た
も
の
以
外
に
も
、
「炭
秤
」
か
ら
の
収
入
の

一
部
が
官
に
供
出
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
地
方
政
府
に
供
出
す
る

「差
務
」
が
あ
る
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
。



た

の
で

あ

っ
た

。

し

た

が

っ
て
、

場

市

の
設

立

後

も
、

折

に
触

れ

て

こ
れ

を

命

ず

る

こ

と

と

な

る
。

例

え

ば

、

光

緒

六

年

(
一
八

八

〇

)

一

二

月

の
提

督

学

政

の

県
域

通

過

に

際

し

て
、

ま
さ

照
ら
し
得
た
る
に
、
學
憲
、
保
棚
に
て
試
竣
り
、
撞
棚
を
按
考
せ
ら
る
れ
ば
、
慮
に
縣
属
の
柳
邊
騙
に
由
り
て
経
過
せ
ら
る
べ
し
。
合

に
示
を
出
だ
し
て
暁
諭
す
る
を
行
い
、
此
が
為
に
該
庭
の
場
頭

・
各
総

・
約

・
保
よ
り
以
っ
て
茶
犀

・
酒
店

・
舖
戸
に
及
ぶ
ま
で

一
切

の
買
士
賈
人等
に
示
仰
し
て
知
悉
せ
し
め
、

一
え
に
差
事

の
到
境
す
る
を
侯
ち
、
務
め
て
須
く
公
平
に
交
易
し
、
任
意
に
勒
索
し
て
市
債

こ
と
き
ら

ゆ
る

を
高
拾
す
る
を
許
す
勿
か
る
べ
し
。
個
し
敢
え
て

故

に
違
え
ば
、

一
経
査
出
し
、
定
め
て
即
ち
重
究
し
て
貸
さ
じ
。

と
あ

る

よ
う
に
、
学
校
試
に
関
わ
る
提
督
学
政
の
県
内
通
過
に
際
し
、
県
内
の
商
行
為
に
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
、
総
保
正

・
郷
約

・
保

正
な

ど
と
並
ん
で
場
頭
に
も
商
秩
序
の
維
持
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

右

で
述
べ
た
提
督
学
政
の
よ
う
な
省
の
上
層
部
の
地
方
巡
察
や
県
域
通
過
な
ど
の
場
合
、
場
頭
ら
は
治
安
の
維
持
以
外
に
も
別
の
仕
事
を

県
衙

門
か
ら
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
【事
例
10
-

1
】
の
、
光
緒
六
年

(
一
八
八
〇
)
九
月
の
総
督
の
県
内
通
過
に
際

し
て
出
さ
れ
た
簸
に
、

欽
加
同
知
升
街
署
理
保
富
府
南
部
縣
事

・
即
補
縣
正
堂
劉
、
該
役
に
籏
仰
し
、
縣
属
の
新
鎮
塙
に
前
往
し
、
即
ち
場
頭

・
客
総
に
催
し

あ
ら
ゆ
る

て
精
壮
な
る
人
夫
四
十
名
を
雇
募
し
、
縣
城
に
齊
集
し
、
督
憲
の
過
境
を
聴
候
し
、
以

っ
て
支
磨
を
便
な
ら
し
む
。
所
有
夫
償
銭
文
、

均
し
く
本
縣
由
り
償
に
照
ら
し
て
装
給
し
、
民
間
を
分
文
も
累
さ
ず
。
該
膓
頭
等
務
め
て
須
ら
く
辮
理
妥
善
に
し
て
、
故
に
托
し
て
推

談
し
て
遅
延
す
る
を
得
る
母
か
る
べ
し
。

と
あ
り

、
新
鎮
埼
と
い
う
場
市
の
場
頭

・
客
総
に
人
夫
の
調
達
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
折
り
の
総
督
の
県
内
通
過
に
際
し
て
、

【事
例
10
-
2
】
に
、

欽
加
同
知
升
街
署
理
保
富
府
南
部
縣
事

・
即
補
縣
正
堂
劉
、
該
役
に
簸
仰
し
て
前
去
し
、
速
か
に
富
村
騨

・
大
橋
場

・
柳
邊
騨

・
東
壌

場
、
該
庭
膓
頭

・
客
総
人
等
に
催
し
て
、
即
ち
支
鷹
せ
る
大
差
の
緯
夫

・
措
夫

・
草
料
等
の
項
を
將

っ
て
、
準
備
し
て
数
を
足
ら
し
め
、

聴
候
せ
し
む
。
該
瘍
頭
等
、
務
め
て
須
ら
く
辮
理
妥
善
し
、
時
に
臨
ん
で
短
少
し
て
胎
誤
す
る
を
得
る
母
か
る
べ
し
。

と
あ
り

、

富
村
駅

・
大
橋
場

・
柳
邊
駅

・
東
矯
場
の
場
頭
ら
が
人
夫

・
草
料
な
ど
の
調
達
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
地
方
政
府
か



ら
課
せ
ら
れ
る
物
資

・
労
働
力
の
負
担
を

「差
務
」
と
い
う

。
物
資
の
負
担
と
し
て
は
、
既
述
し
た
事
例
以
外
に
も
、
南
部
県
内
の
各
場

の
場
頭
に
木
枷

・
鉄
縄
が
割
り
付
け
ら
れ
て
負
担
さ
せ
ら
れ
た
事
例
が

【事
例

9
1

1
】
【事
例
9
1

2
】

に
あ
る
。
ま
た
、
山
本
進
氏

が

「四
川
全
省
か
ら
見
れ
ば
、
最
大
の
差
務
は
駅
姑
に
付
随
し
た

『
夫
馬
』
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
糧
戸
に
按
糧
擁
派
さ
れ
て
い
た
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る

夫
馬
に
つ
い
て
は
、
【事
例
6
1

3
】
に
も
、

そ
れ
が
し
ら

こ

蟻

等
首
と
為
り
て
、
差
務
を
支
鷹
し
、
今
の
八
月
の
間
に
於
い
て
兵
差
過
境
す
る
に
因
り
、
恩
差
の
場
に
至
る
有
り
、
伊
に
駄
騨
三

そ

れ
が
し
ら

匹
を
等
給
す
る
を
要
し
、
蟻

等

一
時
に
措
齊
す
。

と
あ
り

、
軍
事
行
動
に
際
し
て
荷
運
び
の
騨
馬
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
を
永
定
場

の
客
総
等
が
調
達
し
て
取
り
そ
ろ
え
て
い
る
。
ま
た
、

【事
例
11
】
に
、

又
査
す
る
に
、
況
署
に
歴
來
向
ろ
よ
り
夫
馬
の
漏
規
有
り
、
毎
年
四

・
七

・
十

の
三
箇
月
、
査
膓
す
る
こ
と
三
次
、
毎
次
、
各
膓
夫
馬

銭
を
牧
受
し
、
毎
年
三
次
に
し
て
、
徹
、
夫
馬
銭
壼
千
串
を
牧
す
る
の
譜
を
約
す
る
に
係
る
。
激
沃
、
光
緒
六
年
四
月
二
十
四
日
に
到

任
し
て
よ
り
、
櫨
案
を
捻
査
し
、
即
ち
知
り
て
査
場
し
、
夫
馬
を
需
索
す
る
を
准
さ
ざ
れ
ば
、
螢
中
已
に
去
年

十

一
月
に
於
い
て
、
前

縣
の
移
有
し
た
る
督
憲

の
札
餉
し
て
嚴
禁
せ
る
の
文
を
准
く
。
徹
況
到
任
の
後
、
出
外
査
場
を
経
る
と
錐
も
、
未
だ
敢
え
て
地
方
に
向

ず

で

い
て
夫
馬
を
需
索
せ
ず
。
現
在
官
慣
既
已
に
遵
照
し
て
裁
去
し
、
其
の
夫
馬
の
漏
規
、
傲
況
も
亦
た
自
ら
裁
革

を
行
い
、
以

っ
て
郷
場

に
累
派
す
る
を
免
れ
し
む
る
を
願
う
。

と
あ
り
愈
、
光
緒
六
年

(
一
八
八
〇
)
ま
で
、
毎
年
銅
銭

一
千
貫
に
及
ぶ
夫
馬
銭

の
徴
収
が
場
市
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
場
市
に
対
す
る
差
務

の
賦
課
に
関
し
て
は
前
掲
の

【事
例
6
】
に
も
関
連
す
る
記
述
が
あ
る
。
前
節
で
述

べ
た
よ
う
に
、
道
光
七

月
二
八
日
頃
、
斗
市

の
三
者
均
分
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
の
場
頭

・
客
総
ら

の
言
葉
に
、

そ
れ
が

いら

お

よ

び

恩
断
に
沐
す
る
に
、
斗
市
を
し
て
三
股
均
分
せ
し
め
ら
れ
、
其

の
蟻

等
來
往
の
客
商
以
及
公
務
の
差
事
を
支
応
す
る
こ
と
、
分

つ
所

一
股
に
し
て
、
義
学
は

一
股
を
分
ち
、
和
尚
は

一
股
を
分

つ
。

と
あ
り
.い
、
行
用
で
あ
る
斗
市
を

「差
務
」
負
担
の
元
手
と
す
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
場
頭

・
客
総
の
就

任
辞
退
な
ど
若
干
の
混



乱

が

あ

っ
た

後

、

八

月

一
日

に

関

係

人

員

の
訊

問

が

あ

り

、

そ

の
日

の
う

ち

に

、

【
事

例

6
-

6
】

に
、

今

審

断

に

沐

す

る

に
、

永

定

場

の

斗
市

を

し

て
、

毎

月

初

一
日

よ

り
初

七

日

に

至

り

て
止

む

に
於

い

て

は

、

住

持

の
経

牧

に
蹄

し
、

初

八

日

よ

り

二
十

三

日
至

り

て
止

む

ま

で

、

場

総

の
経

牧

に

蹄

し
、

毎

月

二

十

四

日

よ

り

三

十

日

に
至

り

て

止

む

に

於

い

て
は

、

義

學

の

経

牧

に
隔

し

、
各

の

日
期

を

管

し
、

異

外

し

て

非

を

滋

く

す

る
を

得

ざ

ら

し

め

ら

る

。

と

あ

る

よ
う

に

、
僧

普

寛

が

七

日
間

、
場

頭

・
客

総

ら
が

一
六

日

間

、
生

員

ら

が

七

日
間

そ
れ

ぞ

れ

斗
市

を

徴

収

す

る

よ

う

に
改

定

さ

れ

、

場

総

ら

の
取

り

分

が
拡

大

さ

れ

て

い
る
。

そ

の
際

、

【
事

例

6
1

7
】

の
客

総

陳

文

元

・
何

盛

朝

・
戴

朝

順

・
莫

仕

益

ら

が

知

県

に

提

出

し

た

認

状

に

は
、

つて

ざ

ひ

し

ジ
ノ

蟻

等
當
堂
し
て
認
じ
得
た
る
に
、
永
定
場
の
客
総
凡
そ
差
務
に
遇
え
ば
力
を
蜴
く
し
て
承
緋
し
、
兼
ね
て
外
来
の
匪
徒
は
厳
密
に
稽

そ
れ
が

レら

査
し
、
非
を
滋
く
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
。
蟻

等
、
認
状
を
具
す
こ
と
是
れ
實
な
り
。

と
あ
る

よ
う
に
、
差
務

へ
の
尽
力
を
第

一
に
表
明
し
て
い
る
。

そ

の
後
、
道
光
二
二
年

(
一
八
四
二
)
正
月
、
永
興
蕎
の

「山
主
」
で
あ

っ
た
莫
仕
玉
が
、
道
光

一
七
年

(
一
八

三
七
)
に
は
対
立
し
て

い
た
は
ず
の
股
懐
先
ら
と
組
ん
で
義
学
分
の
斗
市
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
争

い
が
起
こ
っ
た
。
し
か
し
、
五
月
に
な

っ
て
、
そ
れ
ま
で
義
学
分
を
徴
収
し
て
い
た
生
員
ら
が
、
こ
れ
以
上
、
自
分
ら
に
場
市
で
斗
市
を
徴
収
す
る
力
は
な

い
と
し
て
、
そ
の
義
学

分
の
斗
市
を

「入
公
」
す
る
よ
う
県
衙
門
に
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
知
県
は
結
局
、
そ
れ
を
場
頭

・
客
総
ら
に
与
え
、

一
ヶ
月
の
う
ち
二
三
日

分
の
斗
市
を
場
頭

・
客
総
が
徴
収
す
る
こ
と
に
し
て
し
ま

っ
て
い
る

。

こ
こ
で
見
ら
れ
る
県
衙
門

の
姿
勢
は
、

一
貫
し
て
、
場
頭

・
客
総
ら
の
取
り
分
を
拡
大
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢

で
あ
る
。
場
頭

・
客
総

ら
は
場
市
に
課
せ
ら
れ
る
差
務
を
負
担
す
る
主
体
で
あ
り
、
彼
ら
の
斗
市
徴
収
日
数
が
拡
大
す
る
よ
う
に
改
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
差

務
を
負
担
す
る
も
の
の
取
り
分
が
拡
大
す
る
よ
う
に
改
変
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
斗
市
と
い
う
行
用
と
差
務

の
関
係
に

つ
い
て
、

当
時

の
知
県
は
、
【事
例
6
!

9
】
の
批
に
お
い
て

「該
庭

の
斗
張
、
原
り
差
務
を
支
鷹
す
る
為
に
設
く
」
と
い
い

、
前
節

で
言
及
し
た

よ
う
に
、
こ
の
永
定
場
の
斗
市
は
元
来
、
永
興
苓
経
営
の
財
源
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

「差
務
を
引
き
受
け
る



た
め
に
設
け
ら
れ
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
を
す
り
替
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
県
衙
門
が
斗
市

の
徴
収
を
許
可
し
て
い
た
意
図
を

正
直

に
吐
露
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

県
衙
門
の
こ
う
し
た
差
務
負
担
者
重
視
の
姿
勢
は
他
の
事
例
に
も
見
ら
れ
る
。
【事
例

7
】
は
、
近
接
す
る
二
場
市

の
問
で
争
い
が
起
こ

り
、

旧
来
の
劣
勢
な
場
市
金
寳
場

の
場
頭
王
朝
聰
が
新
設
で
優
勢
な
場
市
元
山
場
の
場
頭
何
中
喧
ら
を

「場
市

の
私
設
」
と
し
て
訴
え
た
事

例
で
あ
る
が
、
王
朝
聰
は
、
何
中
喧
ら
を

「場
市
を
私
設
し
」
「斗
市
を
私
設
し
、
行
用
を
重
取
し
、
覇
道
を
横
行
す
」

、
「何
中
喧
等

の
、
勢
に
杖
り
ヨ
悪
し
、
私
に
外
匪
に
通
じ
、
常
に
來
り
て
滋
擾
す
る
を
被
る
」

な
ど
と
告
発
し
て
お
き
な
が
ら
、
結
局
は
、
【事
例
7

1
3
】
に
、

蟻
等
控
し
た
る
後
、
伊
等
具
呈
し
て
示
を
請

い
、
支
差
を
認
充
し
、
且
つ
蟻
等
老
弱
家
貧
に
し
て
、
以

っ
て
敵
と
為
し
難
く
、
新
場

(金

寳
場
側
の
新
場
)

の
舖
房
未
だ
修
せ
ず
、
人
の
趨
集
す
る
無
く
ん
ば
、
差
樒
を
惧
ら
ん
こ
と
を
恐
る
れ
ど
も
、
其
の
責
を
僻
し
難
し
。

是
を
以
て
恩
を
懇

い
、
何
中
喧
等
に
筋
し
て
旦
ハ結
し
て
差
務
を
支
慮
す
る
を
認
充
せ
し
め
ら
れ
ん
こ
と
を
祈
る
。

と
あ
る

よ
う
に
、
論
調
が
弱
腰
と
な
り
、
【事
例
7
1

5
】
の
結
状
に
は
、

そ購
し

の
金
寳
場
、
已
に
舖
房
の
倒
場
す
る
を
経
、
人
の
趨
集
す
る
無
く
、
兼
ね
て
又
た
年
老

い
力
弱
く
、
恐
ら
く
は
公
事
を
惧
ら
ん
。

既
に
元
山
子
、
舖
房
を
修
造
し
、
現
在
起
集
す
る
に
係
る
。
懇
く
ば
何
中
喧
等
に
飾
し
て
認
充
の
結
状
を
投
具

し
、
差
務
を
支
磨
せ
し

そ
れ
が
し

め
ら
れ
ん
こ
と
を
。

蟻

、
示
を
緻
し
責
を
辞
す
る
を
甘
願
し
、
且
ハ結
す
。
是
れ
實
な
り
。

と
あ

り
、
最
終
的
に
は
自
分
は
年
老

い
力
も
な
い
の
で
、
「公
事
」
を
誤
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
何
中
喧
ら
に
、
差
務

の
引
き
受

け
を
確
約
す
る
旨
の
結
状
を
出
さ
せ
、
差
務
の
負
担
を
保
証
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
場
市
を
公
認
し
て
ほ
し
い
と
の
結
状
を
出
す

あ
ら
ゆ
る

ア

に
至

る
。
知
県
は
そ
れ
に
対
し
て

「僻
退
を
准
す
。
所
有
原
領
し
た
る
諭
帖
、
着
即
呈
緻
せ
よ
」
と
批
し

、
実
に
す
ん
な
り
と
承
認
し
て

い
る
。

つ
ま
り
、
古
い
場
市
の
負
担
し
て
き
た
差
務
を
新
し
い
場
市
に
付
け
替
え
る
こ
と
に
よ
り
、
古
い
場
市
の
場
頭
と
し
て
は
負
担
の
重

い
差
務
を
回
避
し
て
他
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
県
衙
門
と
し
て
も
、
安
定
的
に
差
務
を
負
担
し
続
け
て
く
れ
る
有
力
な
場

頭
を
新
た
に
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
訳
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
見
れ
ば
、
県
衙
門
は
、
場
市
の
私
設
と
い
う
罪
を
取
り
上
げ
て
処
罰
す
る
よ



り
も
、
差
務
の
確
保
の
方
を
優
先
し
て
決
着
さ
せ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

【事
例
8
】
も
や
は
り
差
務
の
支
応
を
問
題
と
し
て
い
る
。
第

一
節
で
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
事
例
は
蓬
州
と
の
県
境
を
挟
ん
で
近
処
に

並
立
す
る
二
つ
の
場
市

の
場
頭
ら
が
争
い
、
互
い
に
相
手
の
場
市
を
打
ち
壊
す
な
ど
し
て
告
訴
し
た
事
件
で
あ
る
。
新
鎮
埼
に
所
在
す
る
南

部
県
分
県
衙
門
の
牒
文
に
引
用
さ
れ
た
、
南
部
県
側
に
位
置
す
る
鮮
店
子
と

い
う
場
市

の
場
頭
田
文
耀
ら
の
稟
に
は
、

民
等

の
鮮
店
子
、
蓬
邑
と
地
土
連
界
し
、
上
は
保
寧
に
通
じ
、
下
は
繧
定
等
の
庭
に
通
ず
る
孔
道
な
り
。
早
年
示
を
請

い
て
膓
を
興
し
、

斗
張
を
設
立
し
て
、
米
糧
を
打
取
し
勺
用
し
て
、
各
衙
門
の
差
務
並
び
に
文
武
聖
廟

の
焚
献
を
支
鷹
す
。
毎
年
、
首
事
を
公
議
し
経
理

せ
し
め
て
、
歴
來
異
な
る
無
し
。

と
あ
り

、
斗
市
を
徴
収
し
て
、
そ
の
資
金
を
、
各
衙
門
か
ら
の
差
務

へ
の
対
応
と
文
武
聖
廟
の
運
営
に
使
用
し
て
き
た
と
言

っ
て
い
る
。

そ
の

一
方
で
、

こ
の
後
段
で
は
、
相
手
方
の
場
頭
た
ち
を
攻
撃
し
て
、

伊
の
店
、
反
っ
て
升
斗
を
私
置
し
欄
戴
過
僧
し
て
用
を
取
り
て
私
に
入
れ
、
兼
ね
て
米
糧
の
挑
販
を
阻
滞
し
、
鮮
店
市

口
に
担
運
す
る

を
許
さ
ず
、
民
等

の
差
務
を
摘
躇
し
て
着
す
る
無
か
ら
し
む
。

と
い
い

、
相
手
方
は
、
公
定
の
升
斗
を
使
用
せ
ず
、
行
用
を
徴
収
し
て
お
き
な
が
ら
自
ら
の
懐
に
入
れ
、
さ
ら
に
は
、
自
分
ら
の
差
務
の

実
行
を
阻
ん
で
い
る
と
訴
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
分
県
衙
門
は
、

籍
.
う
に
、
該
市
、
上
下
の
通
衝
に
し
て
、
第
だ
に
早
年
市
を
請
い
斗
を
設
く
る
の
み
な
ら
ず
、
各
衙
の
公
務
を
も
支
鷹
す
。
況
ん
や

例
と
し
て
早
く
に
塘
兵
を
設
け
、
各
路
の
星
急
な
る
公
文
を
傳
送
す
。
若
し
稟
も
て
縣
に
牒
さ
れ
ん
こ
と
を
請
懇
せ
ざ
れ
ば
、
伊
の
滅

市
に
任
心
り
、
將
來
山豆
濁
に
差
務
に
着
す
る
莫
き
の
み
な
ら
ん
や
。
蓬

〔邑
〕
に
塘
移
せ
る
公
文
も
、
道
を
碍
げ

ら
れ
通
じ
難
く
ん
ば
、

干
係
、
小
に
非
ざ
ら
ん
。

と
述

べ

、
差
務
と
い
う
経
済
的
負
担
に
十
分
応
じ
ら
れ
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
公
文
の
伝
達
に
も
支
障
を
来
す
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ

の
よ
う
に
、
場
市
を
め
ぐ

っ
て
訴
訟
を
起
こ
す
場
合
、
自
分
ら
は
差
務
を
十
分
に
果
た
し
て
い
る
の
に
対
し
て
相
手

は
差
務
を
果
た
し
て
い

な
い
、
あ
る
い
は
当
方

の
差
務
を
阻
害
し
て
い
る
と
訴
え
、
差
務
を
中
心
に
し
て
議
論
が
展
開
し
て
い
く
。

一
般
の
場
市
で
は
な
く
、
猪
市



の
場
合
で
も
、
【事
例
13
】
の
猪
行
何
鍾
鳳
ら
の
稟
状
に
、

早
年
よ
り
趙
騨
子

・
趙
五
子

・
李
昌
喜

・
満
建
成

・
李
斌
、
南
関
外
の
鍋
鋪
嶺
に
在
り
て
猪
市
を
設
立
し
、
三

・
六

・
九
日
に
逢
う
毎

に
赴
集
す
る
有
り
、
期
毎
に
約
そ
三
百
餓
の
猪
隻
を
買
費
す
る
有
り
、
両
家

の
費
償
銭
千
毎
に
、
伊
等
行
用
銭
四
十
文
を
取
る
。
伊
等
、

焼
猪
を
支
慮
す
る
に
、
分
文
も
取
ら
ざ
る
を
承
認
す
。
取
等
、
春
秋
二
祭
を
承
緋
し
て
、
業
に
三
載
を
経
る
も
、
毫
か
も
違
惧
す
る
無

し
。
敢
等
投
充
し
て
よ
り
以
来
、
伊
等
、
取
等
に
勒
派
し
て
焼
猪
を
鷺
給
せ
し
め
、
隻
毎
に
銭

一
百
四
十
文
を
去
せ
ば
、
陸
績
と
し
て

共
に
銭
二
十

一
千
七
百
文
を
支
せ
り
。

と
あ
り

、
こ
の
猪
市
に
お
い
て
売
り
上
げ

一
〇
〇
〇
文
に

つ
き
行
用
銭
四
〇
文
を
徴
収
し
、
そ
の

一
方
で
春
秋
の
祭
用
の
焼
猪
な
ど
を
負

担
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
祭
り
と
い
う
公
的
な
行
事
に
お
け
る
物
的
負
担
と
行
用
の
徴
収
が
セ
ッ
ト
に
な

っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
後
段
で
、
焼
き
豚
の
供
給
に

つ
い
て
衙
門
か
ら
費
用
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、
そ
の
上
で
何
鍾
鳳
は
、

伊
等
、
私
に
設
け
て
壇
ま
ま
に
行
用
を
取
り
て
侵
蝕
す
る
も
、
並
べ
て
差
樒
を
支
磨
せ
ず
。

と
述

べ

、
被
告
ら
が
差
務
を
全
く
引
き
受
け
て
い
な

い
こ
と
を
訴
え
、
勝
手
に
設
け
た
行
用
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
徴
収
し
た
か
ら
に
は

県
衙
門
の
差
務
を
引
き
受
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
の
に
そ
れ
を
し
て
い
な
い
と
不
満
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
行
用
を
徴
収
す
る

か
ら
に
は
そ
れ
相
応

の
差
務

の
負
担
を
引
き
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
通
念
が
、
官

の
み
な
ら
ず
民
に
も
強
く
保
持
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

中
で
、
行
用
の
徴
収
と
セ
ッ
ト
に
な

っ
た
差
務
の
負
担
を
巡

っ
て
訴
訟
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
正
税
で
は
な
く
差
務

の
よ
う
な
地
方
的
徴
収

が
比
重
を
増
し
て
い
く
清
代
後
期
の
地
方
財
政
の
状
況
下

に
お
い
て
、
場
市
に
お
け
る
秩
序

・
治
安
維
持
と
と
も
に
、
差
務
の
安
定
的
供

給
が
県
衙
門
に
よ
る
場
市

の
公
認
、
行
用
徴
収
公
認
の
大
き
な
動
機
と
な

っ
て
い
た
。
し
か
も
、
場
市
を
管
理
す
る
も
の
に
と

っ
て
秩
序

・

治
安

の
維
持
と
差
務

の
安
定
的
な
供
給
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
通
念
、
あ
る
い
は
県
衙
門
が
そ
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
と
い
う
認
識

は
民
間
に
も
浸
透
し
保
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
県
衙
門
は
場
市
の
秩
序

・
治
安

・
風
紀
の
維
持
を
場
頭

・
客
総
ら
に
期
待
す
る
と
と
も
に
、
差
務
を
引
き
受
け
、
そ
の

資
金
や
労
働
力
を
供
出
し
て
い
く
存
在
と
し
て
、
場
市
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
れ
を
安
定
的
に
担
え
る
人
物

・
集
団
に
場
市
の
経
営

・
管
理



以
上
、
『南
部
県
档
案

』
に
見
ら
れ
る
場
市
関
連
の

三

件
の
事
例
を
中
心
と
し
て
、
清
代
後
期
に
お
け
る
四
川
省
南
部
県
の
場
市
に

つ

い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
の
検
討
に
基
づ
き
、
場
市
の
生
成
か
ら
県
衙
門

へ
の
申
請

・
認
可
を
経
、
場
市
設
立
後

の
県
衙
門
の
関
与
に
い

た
る
一

つ
の
モ
デ

ル
を
提
出
し
て
結
び
と
し
た
い
。

①
散
村
の
形
態
を
基
本
と
す
る
四
川
省
の
郷
村
社
会
に
お
い
て
、
交
通
面
に
お
け
る
好
適
地
で
あ
り
、
か
つ
会
店
や
寺
廟
そ
の
他
の
、
そ

の
地
点
を
特
異
点
な
ら
し
め
る
施
設
の
存
在
を
契
機
と
し
、
住
居

・
商
店

の
あ
る
程
度
の
集
中
が
発
生
す
る
。

②
そ
の
後
の
あ
る
時
点
で
、
そ
の
地
点
が
周
辺
の
場
市
か
ら
あ
る
程
度
距
た

っ
て
い
た
場
合
、
そ
こ
で
の
商
行
為

の
利
便
性
向
上
、
更
な

お

わ

り

に

を
ゆ
だ
ね
る
傾
向
が
あ

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

最

後
に
、
秩
序

.
治
安
維
持
、
差
務

の
安
定
的
供
給
以
外
に
、
場
市
に
求
め
ら
れ
た
重
要
な
役
割
を

]
つ
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
【事

例
7
-

4
】
中

の
北
路
総
保
正
何
柄
璽
の
供
述
に
、

文
生
是
れ
北
路

の
総
保
正
に
し
て
、
練
團
の
期
に
逢
う
毎
に
、
甲
内
花
戸
の
住
居
、
場
を
離
る
る
こ
と
遠
鴛
な
る
に
因
り
、
多
く
齊
わ

ざ
る
有
り
。
附
近
の
何
中
喧
椚
商
議
し
て
、
他

の
居
の
近
く
元
山
子
に
在
り
て
舖
房
を
建
造
し
、
場
市
を
興
設
す
る
有
れ
ば
、
凡
そ
趨

集
に
遇
う
ご
と
に
練
團
し
、
以

っ
て
來
往
を
便
に
す
。

と
あ
り

、
市
が
立

つ
集
期
に
あ
わ
せ
て
団
練
の
訓
練
を
行
い
、
場
市

の
開
設
を
団
練
に
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

行
政

が
郷
村
社
会
に
浸
透
す
る
結
節
点
と
し
て
場
市
を
利
用
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
県
衙
門
自
身
が
こ
れ
を
述
べ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
場
市
が
経
済
面
に
お
け
る
結
節
点
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
秩
序

・
治
安

の
維
持
や
差
務
の
負
担

と
い
う
面
だ
け
で
行
政

と
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
郷
村
社
会
と
行
政

の
結
節
点
と
し
て
の
機
能
を
持
ち

(あ
る
い
は
持

つ
可
能
性
を
有
し
)
、
県
の
支
配
階
級
の

一

部
で
あ
る
生
員
層
も
そ
れ
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。



註
る
活
発
化
を
意
図
し
、
そ
の
集
落
あ
る
い
は
周
辺
に
住
む
郷
約

・
保
正
レ
ベ
ル
の
有
力
者
、
地
主
な
ど
が
合
議

の
う
え
定
期
市
を
開
設

す
る

(こ
の
時
点
で
は
未
認
可
、
す
な
わ
ち
場
市
の
私
設
の
段
階
)。

③

そ
れ
以
降

(②
と
同
時
も
含
む
)

の
あ
る
時
点
で
、
官
の
権
威
を
借
り
る
こ
と
に
よ
り
治
安
維
持

・
経
営

の
安
定

.
向
上
を
図
り
、
県

衙
門
に
、
設
立
者
の

一
部
を
場
頭
な
ど
と
し
て
推
挙
し
、
場
市
設
立
を
申
請
す
る
。

④

県
衙
門
は
そ
の
申
請
を
受
け
、
調
査

・
訊
問
す
る
な
ど
し
て
他
場
市
と
の
距
離
、
集
期
が
妥
当
で
あ
り
、
不
要
な
争

い
を
生
じ
な
い
か
、

場
頭

・
客
総
予
定
者
ら
が
治
安

・
風
紀
を
十
分
保
持
で
き
る
か
な
ど
を
審
査
し
て
認
可
を
与
え
、
示
諭

・
牌
棍

.
斗
秤
な
ど
を
与
え
る
。

県
衙
門
か
ら
、
場
頭

・
客
総
が
第

一
に
期
待
さ
れ
る
の
は
公
正
な
取
引
の
保
持
、
治
安

・
風
紀
の
維
持
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、

行
政
の
結
節
点
と
し
て
の
機
能
を
生
員
な
ど
県
の
支
配
階
級
の

一
部
か
ら
期
待
さ
れ
る
場
合
も
あ

っ
た
。

⑤
そ
の
場
市
に
何
ら
か
の
公
的
な
理
由
が
存
す
る
場
合
、
斗
市
な
ど
の
行
用
を
徴
収
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
県
衙
門
の
解

釈
と
し
て
は
、
行
用
徴
収
の
公
認
と
差
務
の
負
担
は
相
い
対
応
す
る
関
係
に
あ
り
、
県
衙
門
は
、
差
務
を
負
担
さ
せ
る
対
象
と
し
て
場

市
を
見
な
し
、
そ
れ
を
安
定
的
に
果
た
す
人
物

・
集
団
に
場
市
開
設
と
斗
市
の
徴
収
を
許
し
た
。

つ
ま
り
、
場
市
と
は
郷
村
社
会
の
必
要
性
の
中
か
ら
生
じ
、
そ
こ
に
お
け
る
経
済

・
行
政
両
面
の
結
節
点
と
も
な

り
得
る
存
在
で
あ

っ
た

が
、
県
衙
門
が
場
市
に
持

つ
関
心
の
中
心
は
、
外
部
の
人
間
が
流
入
す
る
場
市
と
い
う
空
間
の
秩
序

・
治
安
の
維
持

と
、
差
務

の
安
定
的
な

供
給

に
、
ま
ず
は
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
『南
部
県
档
案

』
と
い
う
地
方
档
案

を
用
い
、
農
村
市
場
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
れ
は
行
政
文
書
を
用

い
た
郷
村
社
会
の
研
究

で
あ

り
、
従
来
の
研
究
に
比
べ
て
格
段
に
詳
細
に
知
り
得
る
部
分
が
あ
る
と
は
い
え
、
実
態
と
の
乖
離
も
ま
た
あ
り
得
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
郷
鎮
志
な
ど
別
系
統
の
史
料
と
付
き
合
わ
せ
て
検
討
し
、
そ
の
差
を
埋
め
て
い
く
必
要
が
あ
る

が
、
史
料
的
な
問
題
が
あ
り
、
未
だ

な
し
え
て
い
な
い

。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。



(
1
)

筆
者
が
南
充
市
档
案

館

で
係
員

か
ら
聞

い
た
数
に
基
づ

く
。

(2
)

「細

説
清
代
、
南
部
档
案

"
」

四
川
省
档
案

局
ウ

ェ
ブ
h
t
t
p
:
/
/
s
c
s
d
a
j
.
g
o
v
.
c
n
/
1
4
1
0
0
3
/
4
3
6
8
.
a
s
p
x

(
2
0
0
3

年
)
に
よ

る
。

(
3
)

本
研
究

は
、
唐

澤
靖
彦
立
命
館

大
学
准
教
授

を
研
究
代
表
者

と
す
る
平
成

一
八
年
度
～

二
〇
年
度
科
学
研
究
費
補

助
金
基
盤
研
究

(
B
)

「清
代
地
方

政
府

文
書

『
南
部

県
档
案

』

の
総
合
的

調
査

・
研
究
」

(研
究
課

題
番
号

一
八
四
〇

一
〇

二
五
)

の

一
環
で
あ
る

(た

だ
し
、
筆
者

が
参
加
し
た

の
は

平
成

一
九
年
度

・
二
〇
年
度
)
。

二
〇
〇

八
年
三
月

一
九
日
～

二
八
日

の
第

一
回
調
査
に
よ

り
三
六
件

の
文
書

を
書
写

し
、

同
年
九

月

一
日
～

一
〇

日

の
第

二
回
調
査

で
約

一
〇
〇
勧

の
文
書

の
電
子
画
像
を
ダ
ウ

ン

ロ
ー

ド
す
る

こ
と
が

で
き

た
。

(
4
)

定

期
市

の
設
立
申

請
に
関
す

る
史
料
が

『
南

部
県
档
案

』

に
含
ま
れ

て
い
る

の
を
最
初

に
発
見
さ
れ
た

の
は
中
島
楽

章
氏

で
あ

る
。

こ
の
プ

ロ
ジ

ェ

ク
ト

の
予
備
調
査

の
た

め
、
唐

澤
氏
と

と
も
に
南

充
市
档
案

館

を
訪
問
さ
れ
た
中
島

氏
が

こ
の
う
ち

の
何
件

か

の
告
訴
状
を
発

見
さ
れ
、
経
済
関
係

の

档
案

調
査

を
分
担

し
た
筆
者
が

こ
の
問

題
に
関
す
る
史
料
収
集
を
引

き
継

い
だ
。

(
5
)

加
藤
繁
一

九
二
六
]

「唐
宋

の
草
市

に
就

い
て
」
『
史
学
雑
誌
』

三
七
-

一

(
の
ち
同

[
一
九

五
二
]
『
支
那
経
済
史
考

謹
』
上
巻

、
東

洋
文
庫
に
転

載
)
、

同
一

九
三
三
]

「唐
宋

時
代

の
草
市

及
び
其

の
発
展
」
『
市
村
博
士

古
稀
記
念
東
洋
史

論
叢
』
冨
山
房

(
の
ち

同

=

九

五
二
]

に
転
載
)
、
ま

た
清
代
農
村

に
お
け
る
定

期
市

に

つ
い
て
同

[
一
九

三
六
]
「清

代
に
お
け
る
村
鎮

の
定
期
市

」
『
東
洋
学

報
』
二
三
ー

二

(
の
ち
同

[
一
九
五
三
]
『
支

那
経
済
史
考

謹
』

下
巻

、
東
洋
文
庫

に
転
載
)

が
あ
る
。

(
6
)

G

・
W

・
ス
キ
ナ
ー
著
、

今
井
清

一
・
中
村
哲
夫

・
原
田
良
雄
訳
一

九
七

九
]
『
中
国
農
村

の
市
場

・
社
会

構
造
』

法
律
文
化
社
。

(
7
)

斯
波
義
信

「宋
代

江
南

の
村
市
と
廟
市

」
(
同

口

九
六
八
]
『
宋
代
商
業
史

研
究
』
風
間
書
房
、
第

四
章
第

二
節

)
。

(
8
)

山
根

幸
夫
一

九

六
〇
]

「明
清
時

代
華
北

に
お
け
る
定
期
市
」
『
史

論
』
八

(山
根

[
一
九
九

五
]
第

一
章

)
、
同

[
一
九
七
七
]

「明

・
清
初

の
華

北

の
市
集

と
紳
士

・
豪

民
」
『
中

山
八
郎
教
授
頒

寿
記
念
明
清

史
論
叢
』
瞭

原
書
店

(
山
根

[
一
九

九
五
]
第

二
章

)
、
同

=

九
七
八
]

「
明
清

時
代

華
北
市
集

の
牙
行
」
『
星
斌
夫
博

士
退
官
記
念
中

国
史
論
集
』

星
博
士
退
官

記
念
事
業
会

(山
根

[
一
九
九
五
]
第

三
章

)
、

同

[
一
九
八

五
]

「
清
代

山
東

の
市
集

と
紳
士
層

曲
阜

息
阪
義
集
を
中
心

と
し
て
」
『
東
洋
学
報
』

六
六
巻
合
併
号
、

山
根

幸
夫

[
一
九
九

五
]
『
明
清
華
北
定
期
市

の
研
究
』



汲
古
書
院
。

(
9
)

石
原
潤

「
中
国

・
河
北
省

に
お
け

る
定
期
市

の
展
開
」

(石
原
潤

[
一
九

八
七
]
『
定
期
市

の
研
究

一機
能
と
構
造
』
名
古
屋
大
学
出
版
会

、
第
四
章
)
、

同

「華
中
東
部

に
お
け

る
市

の
展
開
」

(同

[
一
九

八
七
]
、
第
五
章
)
。

(
10
)

倉

持
徳

一
郎

=

九

五
七
]

「四
川

の
場
市
」
『
日
本

大
学

史
学
会
研
究
彙
報
』
第

一
輯
。

(
H
)

小
島
泰
雄

[
二
〇

〇
六
]
「
四
川
農
村
に
お
け

る
場
鎮

の
成

立
」
『
神
戸
市
外

国
語
大
学

外
国
学
研
究
所
研
究
年
報
』

四
三
。

(
12
)

ま
た
、
加
藤
繁
氏
も
、
広

東
省

の
嘘
市

の
開
設

に

つ
い
て
道

光

『南

海
県
志
』

の
史
料

を
引
き
、

「嘘
市

の
開
設

及
び
廃

止
に
際
し

て
は
知
縣

に
呈
請

す
る

こ
と

を
要
し
、
知

縣
は
知
府

そ

の
他
上
司

の
裁
可
を
得

て
之
を
認
許
す

べ
き

で
あ

つ
た

こ
と
が
窺

い
知
ら
れ

る
」

(前
掲

[加
藤

一
九

三
六

(
一

九
五
三
)
]
)
と
さ

れ
て

い
る
が
、
そ

の
詳
細

に

つ
い
て
は
明
ら
か
に

し
て
お
ら

れ
な

い
。

(
13
)

『
南
部

県
档
案

』

目
録
号
O
・。
1
案
巻

号
　

件
号
　

(画
像

フ
オ

ル
ダ
番
号
2
ー

コ
マ
番
号
　

)
。
な
お
、

以
下

こ
れ

を
　

　
(画
像
　

)
と
略
す
。

(
14
)
　

(複

写
で
入
手
し
た
た

め
、

画
像

番
号
不
明
)
。

(
15
)
　

(同
右

)
。

(
16
)
　

(画
像
　

)
。

(
17
)
　

(画
像
　

)
。

(
18
)
　

(画
像
　

)

お
よ
び
O
心1

8
卜。
6
-

8

(画
像
　

)
。

な
お
　

の
文
書

に
は
日
付

の

記
載
が
な

い
が
、
電

子
目
録
に
よ
れ
ば
、
道
光

二

一
年
五
月

一
九

日
付
と
な

っ
て

い
る
。

(
19
)
　

(画
像
　

)
。

(
20
)
　

(画
像
　

)
。

(
21
)
　

(画
像
　

)

お
よ
び
　

(画
像
　

)
。

(
22
)
　

(画
像
　

)



(23
)
　
　

(画
像
　

)

(
24
)

な

お
、

こ
れ
ら
以
外
に
も
関
連
す

る
事
例
と

し
て
棉
花
市
に
関
す

る
も

の
と
猪

市
に
関
す
る
も

の
が
あ

る
。

こ
れ
ら
を
そ
れ

ぞ
れ

【
事
例

12
】
と

【
事

例

!3
】
と

し
て
扱

う
。

(
25
)

【
事
例

1
-

1
】
　

(画
像
　

)

呈
文
。

【事

例

1
-

2
】
　

(画
像
　

)
認
状
。
な

お

【事

例

0
1

0
】

は
、
史
料

取
り
扱

い
の
便
宜
上

か
ら
引
用
者

が
事

例
番
号
と
文
件
番
号

を
組

み
合

わ
せ
て

つ
く

っ
た
番
号

で
あ
る
。

(
26
)

【
事
例

5
1

1
】
　

(画
像
　

)
票
。

(
27
)

【
事
例

2
1

1
】
　

稟
状

に

「稟

呈
人
杜
文
富
年
四
十
九
歳

・
梁
仕
鐸

年
六
十
九
歳

・
白
先
貴
年

四
十
歳

・
李
含
福
年
四
十
四
歳

・
劉

仕
塞

年
四
十
歳

.
蘇
得

才
年
六
十

二
歳

」
、
【
事
例

4
-

1
】
　

(
画
像
　

)
懇
状

に

「
〔懇
状
人
〕

〔楊

先
尭
年
四
十

八
〕

歳
、

〔蘇
友
徳

年
三
十
八
歳
〕
、
張
文
斌
年

四
十
四
歳

、
抱
告
蘇
文

〔楷
〕
三
十
歳
、
趙
大
吉
六
十
歳
、

王
開
第

三
十
六
歳

」
と
あ
り
、
【
事
例

4
1

2
】

　
(
画
像
　

)
再
懇
に

「懇

状
人
楊
先
尭
年

四
十

人
歳

、
蘇

友
徳
年
三
十

八
歳
、

張
文
斌
年
四
十

四
歳
、
抱

告
蘇
文
楷
三

十
歳
、
趙

大
吉
六
十
歳
、
王
開
第

三
十
六
歳
」
と
あ
る
。

(
28
)

【
事
例

2
1

1
】
　

稟
状

に

「
蟻
等
齊
集
商
議
、

不
敢
檀
専
衆
議

」
と
あ
り
、
ま

た

【事

例

2
-

2
】
　

稟

状
に

「蟻

等
協

同
境

地
人
等
商

議
」
と
あ

る
。

(
29
)

前
掲

[山
根

↓
九

七
七

(
一
九
九

五
)
]
。

(
30
)

【事

例

7
1

2
】
　

(画
像
　
　

。
)
稟

状

の
冒
頭

に

「
具
稟
。
北
路
文
生

・
総
保
正
何
嫡
蜜

、
為
稟
請
示
諭
事
」

と
あ

る
。
な

お
、

こ
の
申
請

に
は
定

型

の
用
紙

(罫
線

や
禁

止
事
項
な

ど
を
藍
色

で
印
刷

し
た
も

の
)
が
用

い
ら
れ

て
お
ら

ず
、
か
な
り
急

い
で
書
類

が
作

成
さ
れ
た

こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。

お
そ
ら
く
、
金
寳
場

側

の
告
訴
を
知

っ
た
元
山
場
側
が
対
抗
上

、
至
急
生
員
に
書

か
せ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、
書
類
作
成

に
秀

で
社
会
的
地
位

の
高

い
生
員

が
申

請
者
と
し

て
敢
え

て
選
ば

れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

(
31
)

【
事
例

1
1

1
】
　

(画
像
　

)

呈
文
。
【
事
例

1
1

2
】
　

(画
像
　

)
認
状
。

(
32
)

【事

例

4
1

6
】
　

(画
像
　

)
供
状
。



(33
)

「抱

告
」
と
は
、
申
告

・
告
訴

の
介

添
人
を
表
す
と
思
わ

れ
る
。

(
34
)

【
事
例

4
1

!
】
　

(
画
像
　

)
懇
状

に

「
蟻
等
有

不
實
之
責

、
蟻
等
簿
議
傷

頭
楊
先
尭

・
蘇
友
徳

・
張
文
斌
、
客
総

蘇

文
楷

・
趙
大
吉

・
王
開
第
、
経

理
場
市

、
盤
詰
匪
類
、
有
専
責
成

」
と
あ
る
。

(
35
)

【事

例

2
-

2
】
　

稟

状
冒
頭
に

「稟
。
膓
総
杜

文
富
五
十
歳

・
梁
希
観

五
十
二
歳
」
と
あ
る
。

(
36
)

【
事
例

6
i

2
】
　

(画
像
　

)
稟
状
に

「稟

状
。
瘍

頭
莫
磨
元

・
場
頭
陳
文

元

・
傷

頭
孝
國
才

・
陳
瑞
林

・
李
泰
然

・
股
懐

先

・
陳
萬
備

・
何
盛
朝

」
と
場
頭
を
使
用

し
て
い
る

一
方

で

「蟻
等

又
投
逓
結
状
、

充
當

膓
縛
、
支
鷹
差
事
」

と
も
あ
る
。

(
37
)

『
清
代

巴
県
档
案

匪
編

(乾
隆
巻
)
』

二
〇
五
頁
所
載
、

乾
隆
三
十

六
年

十
二
月
初
八

目
巴
県
正
堂
執
照

に
、

「為
給
照
事
。
糠
陶

家
場
客

民
劉

獲
梁

認
充
客
長
前
来
。
櫨

此
、
合
行

給
照
」
と
あ

り
、
客

民
劉
獲
梁
を
客
長

に
任
命
し
て

い
る
。

ま
た
、
乾
隆
三
十
六
年

三
月
初
八

日
廉
里

四
甲
王
凌
雲
簸

呈

(『
清
代

巴
県
档
案

匪

編

(乾
隆
巻

)
』

二
〇

三
頁
)
に
は
、

「
縁
去
年
沐

恩
賞
照
准
蟻

承
充
甲
内
冷
水

垣
場
客
長

、
蟻
遵
充

至
今
、

磨
不
敢
漬
。

但

蟻
籍
隷
江

西
、

来
治
冷
水
場
、

開
鋪

営
生
、

已
経

三
載

」
と
あ
り
、

こ
の
時

に
客
長
を
引
退
す

る
王
凌

雲
が
、

こ
の
冷

水
垣
場

で
三
年
間
店

を
開

い
て

い
た
江
西
籍

の
客
商

で
あ

る
と
書
か
れ

て
い
る
。

(
38
)

【事

例

4
-

1
】
　

(画
像
　

)
懇

状

「蟻
等
簿
議
傷

頭
楊
先
尭

・
蘇
友

徳

・
張
文
斌
、

客
総
蘇
文
楷

・
趙

大
吉

・
王

開
第
、
経

理
場
市
、

盤
詰

匪
類
、
有
専
責
成
」
。

(
39
)

【
事
例

4
i

6
】
　

(画
像
　

)
供
状

「令
小
的
椚
議
立
傷
頭

・
客
総
」
。

(
40
)

乾
隆

三
十
四
年
三
月
十
五

日
廉
里

三
甲
郷
約
黄

兆
之
等
稟
状

(『
清
代

巴
県
档
案

匪
編

(乾
隆
巻
)
』

二
〇
二
頁
、
『
清
代
乾
嘉
道

巴
県
档
案

選
編
下
』

二
九
九
頁
)

廉

里
三
甲
郷
約
黄
兆
之

・
地
主
再

弘
道
為

簸
挙
場
頭

・
客
長
、
懇
給

照
充
事

。
情
、
蟻
甲
内
安

鳳
場

居
民
二
十
余
家
、
倶
開
鋪
塩
茶

・
雑
貨

・
屠

猪
生

理
。

均
有
執
業
、
無
場
頭

・
客

長
、
公
事
是
非
、
無

人
承
辮
稽

査
。

蟻
係
郷
約
、

不
敢
隠
諺
。

理
合

簸
挙
場
頭

・
客
長
認
辮
場
内

事
務

。
是

以
協

同
場
民
公
議
、
周
旭

万
為

人
老
成

、
承
充
場
頭
、
謝
明
容

正
直

端
方
、
堪
充
客
長
。
懇
恩
賞

准
給
照
充
当
、
井
祈
賞

示
暁
諭

、
偉
辮
公
得

人
、

責
成
有
専

、
閣
場
均
沽
。
上
稟
、
伏
乞
太

爺
台
前
賞
准
施
行
。



県
正
堂
批

「准
簸
、

不
必
出
示
」
。

(41
)

乾

隆
三
十
四
年
三
月

二
十
九

日
巴
県
籏

充
場
頭

・
客
長
執
照

(『
清

代
巴
県
档
案

匪
編

(乾
隆
巻

)
』
二
〇

二
頁
、
『
清
代

乾
嘉
道

巴
県
档
案

選
編

下
』

二
九
九

頁
)。

為
給
照
事
。

本
年
三
月
十
五

日
、
糠
廉

里
三
甲
周
旭

万
認
充
場

頭
、

謝
明
容
客
長
、
直
里

五
甲
鍾
錦

上
認
充
客
長
、
鄭
君
揚

認
充
保

長
前
来
。
除

験
准
外
、
合
行

給
照
.、
為
此
、
照
給

周
旭

万

・
謝
明
容

・
鍾
錦

上

・
鄭
君
揚
牧
執
。
嗣
後
、

凡
遇
場
内
公
事
、
務
須
協

同
郷
約

勤
慎

辮
理
、
傍
不

時
稽
査
咽
噌

・
匪
類

・
娼
妓

・
賭
博

・
私
宰
私
鋳

・
邪
教
端
公
、

以
及
外
来
勇

絡
擢
白

・
面
生

可
疑

之
人
、
許
ホ
密
稟
本
県
、

以
尭
重

究
。
倫
敢

循
庇
容
隠

、

一
経
査
出

、
決
不
姑
寛
。

凛
之
慎
之
、

母
違
。
須

至
執

照
者
。
右
照
給

場
頭

周
旭

万

・
(客
長
)
謝

明
容

・
客
長

鍾
錦

上

・
保
長

鄭
君
揚
准
此
。

(42
)

【事

例
4

1
】
　

(画
像
　

)
懇
状

「懇
状
人
楊
先
尭
年

四
十
八
歳
、
蘇
友
徳

年
三
十
八
歳
、
張
文
斌
年
四
十

四
歳
、

抱
告
蘇
文
楷

三
十
歳
、
趙
大
吉

六
十
歳
、
王
開
第

三
十
六
歳
、
住
宣

化
郷
十
甲
、
地
名

石
門
塘

更
名
龍
鳳
場
、
離

城
九
十
里
、
為
録
批
再
陳

懇
祈
賞
准

事
。
…
…
道
光

二
十

二
年

十

一
月
廿
六

日
具
。
特
授
四
川
保
寧
府
南
部

縣
正
堂

・
加
三
級

・
紀
録

十
二
次
王
批

『
査
該
威
附

近
場
市

不
少
、
並
不
鴛
遠
、

儘
可
買
費
、
不
准
男
行

設
場
、
以
杜
争
競
』
」
。

(43
)

【事
例

4
i

2
】
　

(画
像
　

)
再
懇

「懇

状
人
楊
先
尭
年
四
十

八
歳

、
蘇
友
徳
年

三
十
八
歳
、
張
文
斌
年
四
十
四
歳
、

抱

告
蘇
文
楷

三
十
歳

、
趙
大
吉

六
十
歳
、
王
開
第

三
十
六
歳
、
住
宣
化
郷

十
甲
、
地
名

石
門
塘
更

名
龍
鳳
場
、
離
城
九

十
里
、
為
録
批
再
陳
懇
祈

賞
准

事

」
。

(
44
)

【
事
例

4
-

3
】
　

(画
像
　

)
票
稿

「案
糠
宣

化
郷
民
人
楊
先
尭

等
懇
設
場
分

一
案

、
擦
此
、
合
行
勘

喚
、
為
此
票
差
該
書

役
前
去
、
勘
明

石
門
塘

、
果
否
向
有

腰
店
数
間
、

買
費

糧
食
、
併
査
附
近
各
膓

相
距

石
門
塘
若

干
里
数
、
各
場
係
何

日
期
趨

集
。
該
書
糠
實

呈
覆

、
併

該

役
將
票
内
人
証
逐

一
喚
齊

、
依
限
随
票
赴
縣
、
以
懸

訊
奪

」。

(
45
)

【
事
例

4
-

4
】
　

(画
像
　

)
覆
稟

「情
、
今

十

一
月
三
十

日
楊

先
尭
等
懇
設
場
分

一
案

、
蒙
恩

票
差
書

、
遵
即
前
往

石
門

塘

、
勘
得
該
庭
原
係
古
跡
塘

口
之
地
、
向
有
腰
店

、
又
陸

績
新
修
草
房
、
共
三
十
四
間
。
査
該
庭
離
建

興
場

四
十
鯨
里
許
、
毎
逢

二

・
五

・
九

日
起
集
、



離
青
獅
場

四
十

五
里
許
、
逢

二

・
五

・
八
日
起
集
、
隔

躁
唖
廟
三
十
五
里
許
、
逢

三

・
六

・
十

日
趨
集
。

其
石
門
塘
毎
逢

一
・
四

・
七
原
在
四塁
買
食
根

等

物
、
而
郷
民
早
経
在
此
貿
易

」。

(
46
)

【
事
例

4
1

5
】
　

(画
像
　

)

点
名
単

に
よ
れ
ば

、
六
人

の
原
告

(
原
懇
)
が
召
喚
さ

れ
た
が
、
三

人
が

欠
席

し

(点
名
単

で
は
人
名

の
下
に

「不
到

」
と
注
記
さ

れ
て

い
る
)
、
実
際

に
衙

門
に
出
頭

し
た

の
は
楊
先
尭

・
蘇
文
楷

・
王
開
第

の
三
人

の
み
で
あ

る
。
そ

の
供
述

の
内

容
は
、

【事
例

4
1

6
】
　

(画
像
　

)

供
状
に
あ
る
。

(
47
)

後

掲
註

(
09
)
【
事
例

4
-

7
】
　

(画
像
　

)

示
諭

稿
参
照
。

1

(
48
)

【
事
例

1
-

1
】
　

(画
像
　

)

呈
文
、
【
事
例

1
-

2
】
　

(画
像
　

)
認
状
。

(
49
)

【
事
例

2
-

2
】
　

状

「今

三
月
初

五
日
蒙

批

『
此
事
自
前
往
批

示
後
迄
今
未
糠
覆
稟
、
該
傷
曽

否
開
設
、
係
何
場
名
、
毎

月
如
何

集

期
、
鷹
侯

具
稟

到

日
、

再
候
査
核
」

。
【
事
例

3
1

1
】
　

懇
状

「
〔署

四
川
保
寧
府
南
部

縣
事
即
用

縣
正
堂
加

五
級
紀

録
十
次
〕
酪

批

『
ホ
等
錐
係
宣
化

四
甲
農

民
、
第
住
庭
係
何
地

名
、
前
後
左
右
、
於

何
庭
郷
場
相
連
通
路
、
今
請
設
市
無
從
察
核

、
着
即
査
明
男
稟
、
再
候

示
遵
』
」
。

(
50
)

【
事
例

5
i

1
】
　

(画
像
　

)

票

「
糠
此
、
合
行
差
傳
、
為
此

票
仰
該

書
前
去
、
速
傳
原
稟
保

正
王
大
吉

・
郷
約
陳
文
伸

・

牌

頭
再
思
明

・
甲
長
楊
映
文

・
民
人
何

文
相
、
逐

一
傳
齊

口
縣
、
投
具
認
状
、

以
愚

出
示
暁
諭
」
お

よ
び

【事

例

5
1

2
】
　

(画
像
　

　)
示
諭
稿

、

(
51
)

【
事
例

4

4
】
　

(画
像
　

)
覆
稟

の
冒
頭

に

「具
稟
。
禮
書
何
紹
虞
、
為

勘
明
稟
覆
事
」
と
あ
る
。

(
52
)

【
事
例

4
-

7
】
　

(画
像
　

)
示
諭
稿

の
末

尾
に

「禮
房
呈
稿
」
と
あ

る
。

(
53
)

前

掲

[
山
根

一
九
七
七

(
一
九
九

五
)
]
。

(
54
)

県
衙
門
が
南
部
県
内
各
場

の
場
頭
に
木
枷

・
鉄
縄
を
割

り
付

け
た
、
後
掲
註

(
14
)

【事
例

9
】

の
档
案

を
作
成
し
た

の
は
工
房

で
あ
り
、
ま
た
、
人

1

夫

の
調
達
を
場
頭

に
命

じ
た

【
事

例

10
】

の
档
案

を
作
成

し
た

の
は
兵
房

で
あ

っ
た

(【
事
例

10
-

1
　

(画
像
　

)

簸

末
尾

に

「光
緒

六
年
九
月
什
九

日
兵
房
呈
」
と
あ

る
。

【
事
例

10
1

2
】
も

同
様
)
。

こ
れ
か
ら
考

え
れ
ば
、
山
根
氏
が

[
山
根

一
九
七
七

(
一
九
九

五
)
]

で
根
拠

と
さ
れ
た
史

料
は
商
税

の
史

料

で
あ

っ
た
が
故

に
戸
房

が
管
轄

し
て

い
た

の
で
あ

っ
て
、

一
つ
の
房
が
優
越

し

て
市
集
を
管

轄
す

る
こ



と

は
な

く
、
業
務

に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
部
署
が
担

当
し
て

い
た

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

(55
)

【事
例

1
1

1
】
　

(画
像
　

)
呈
文

「蟻
宣
化
郷
三
甲
地
名

黒
水
潭
、
僻

野
窮
村

、
人
姻
稠
密
、
但
市

集
遠
鴛
、

塩

・
茶

・
油

・
姻
、
及
農
旦
ハ
・
襟
物

、
甚

至
取
易
不
便
、
苦
於
遠
渉

」
。

(
56
)

【事
例

2
-

1
】
　

稟

状

「蟻
等
四
方
人
等
、

以
四
面
場
市

鴛
遠
、
就
近
在
店

買
費
擢
羅

」
。

(
57
)

【事

例
2
1

2
】
　

稟
状

「縁
蟻
等
附
近
無
有

場
市

、
而
油
塩
米
根

不
便

買
責
。

故
蟻
等
協
同
境
地

人
等
商
議

、
在

附
近
観
子
唖
設

↓

場
市
、
取

名
興
隆
場
、
議
令
毎

月

一
四
七
集
場
、
以
便
買
責
油

・
塩

・
米
根

」
。

(
58
)

【事
例

4
i

1
】
　

(
画
像
　

)
懇
状

「
蟻
等

所
居
、
皆
離
各
庭
傷
市
鴛
遠

、
買
費
米
根

・
油

・
塩

・
農

器
等
件
不
便
」
。

(
59
)

こ

の
よ
う

に
、

一
般

の
場
市
が

日
用
品

の
売

買
を
行
う
市
場

で
あ
る
と

い
う
点

は
、
加
藤
氏

・
倉
持

氏

の
先
行

研
究

と
矛
盾
せ
ず
、
南

部
県
に
お

い

て
も
成

り
立

つ
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。

[加
藤

一
九
三
六

(
一
九

五
三
)
]
[倉

持

一
九
五
八
]
参
照
。

(
60
)

【
事
例

2

2
】
　

稟
状

「並
未

設
有
牛

・
馬

・
猪
市
所
取
行

用
」。

(
61
)

『
南
部

県
档
案

』

の
中
で
は
、

註

(
24
)

で
言

及
し
た
よ
う

に
、

一
般

の
場
市

以
外
に
棉
花
市

・
猪
市

の
訴
訟
事
例

が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
に

つ
い

て
は
後
述
す

る
。

(62
)

た
だ

し

【事

例
3
1

1
】
　

懇

状
に
は

「因
有
食
根

以
及
小
畜

等
件
、
離
各
場
鴛
遠
、

買
費

不
便
、
蟻
等
協
同
商
議
、
在
蟻

等
附
近
修

立
店
子
、

設

↓
場
市

、
名

日
義

和
場
」
と
あ

り
、

場
市

で

「小
畜
」
を
売

買
す
る
と
述

べ
て
い
る
。

恐
ら
く
牛

・
馬

・
豚
は

「小
畜
」

に
含

め
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。
豚
が

「
小
畜

」
に
含
ま
れ

る
可
能
性
は
あ

る
が
、
牛

馬

の
売
買
に

は
課
税

さ
れ
て

い
た

(
[加
藤

一
九
三
六

(
一
九

五
三
)
]
に

あ
る

「牛
騙
税
銀
」
)

の
で
、
少
な
く
と
も
牛

馬
は
区
別
さ
れ
て

い
た

は
ず

で
あ

る
。

(
63
)

【事
例

4
…

6
】
　

(画
像
　

)
供

状

「今
蒙
法
審

断
、
…
…
令

小
的
椚
議
立
膓
頭

・
客
総
稽
査

外
来
匪
徒
、
嚴
整

送
案
究
治
、

併

嚴
禁

無
恥
婦
女
趨
瘍
食
酒

滋
非
。
燗
有
外
来
匪
徒

入
境
、

婦
女
趨
場
滋
闇
、
惟

小
的
椚
是

究
小
的
椚
遵
断
辮
理
」
。

(
64
)

引
用
文
中

の
口
や

?

・
マ
マ

・
〔

〕
は
不
明

の
字
を

示
す
。

口
は
全
く
判
読
不
能

の
も

の
、
?
は
判
読
が
難

し
く
疑
問

が
残
る
も

の
、

マ
マ
は
字

は

確

か
に
そ
う
書

い
て
あ

る
が

、
意
味
が

通
ら
な

い
も

の
、

〔

〕
は
、
他

の
同
種

の
文
章
や
そ

の
文

の
文
脈

か
ら
推
定

で
き
た
も

の
を

そ
れ
ぞ
れ
示
す
。



以

下

同

じ

。

ワ

ワ

(65
)

【
事
例

5
-

2
】
　

(
画
像
　

)
示
諭
稿

「嗣
至
毎
逢
集
期
、
□
派
場
頭
人
経
理
、
務

須
公
平
交
易
、
不
得
欺
屋

貧
民
。

個
有
外
來

匪
徒

入
場
絡
霜
、

以
及
酪
酒

・
打
架

・
窩
賭

・
窩
娼

・
悪

巧

・
佑
討
及
口

口
、
許
爾
等

立
即
柾
稟
來
案
、

以
懸
蓋
法
懲
治
、

不
得

受
賄
容
隠

狗
祖
護
、
致
干
併
究

」。

(66
)

原
文

は

「舗
房
」
。
商

品
を
陳
列

で
き
る
何
ら

か
の
建

物
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

【事

例

3
1

1
】
に
見
え
る

「店

子
」

も
含
め

て
、

こ
れ
ら
を
仮

に

「店
房
」
と

訳
す

こ
と
と
す
る
。

(67
)

【事

例
4
1

1
】
　

(画
像
　

)
懇
状

「故
蟻
等
衆
姓
會

同
商

議
、
在

石
門
塘

建
修
舖
房
、
興
設
場
市
、
更
名
龍

鳳
瘍

、

マ
マ

マ
マ
マ
マ

便
民
通
商

。
毎
逢
毎

月
逢

一
・
四

・
逢

十

〔
七
〕
等

日
集

場
、
請

工
経
理
、

斗
市

毎
根

一
斗
止
取
銭

四
文
、
以
作

経
理
食
費
、
額

外
不
得
需
索

男
生

事
端
。
而
龍
鳳
場

凡
建
修

舖
房

一
間
、
毎
年
止

認
地
租
銭

二
百
文
、
均
無
異

言
。

…
…
蟻
等
有
不
實
之
責
」

(
68
)

【
事
例

2
…

1
】
　

稟
状

「
四
川
保
寧
府
南
部
縣
事
候
補

縣
正
堂
加
口
級
紀
録

口
次
柴
批

『
准
如
稟
、
就
近
在
観

子
唖
地
方
、
興
設
場

市
、
以
便
通
融
、

可
也
』
」
。

(
69
)

【事
例

2

2
】
　

稟

状

「
縁
蟻
等
附
近
無
有
場
市

、
而
油
塩
米
粗
不
便

買
費
。

故
蟻
等
協
同
境
地
人
等
商
議
、
在

附
近
観
子
垣
設

一

場
市
、
取

名
興
隆
場
、
議
令

毎
月

一
・
四

・
七
集

場
、
以
便

買
責

油

・
塩

・
米
根
、
並

未
設
有
牛

・
馬

・
猪
市

所
取
行
用
、
去
九
月

十
三
日
稟
請
前
任

柴
主
、

已
沐
批

准
、
柴
主
卸
事
、
尚
未
出

示
。

弦
蒙

仁
天
批
示
甚
明
、
蟻
等
為

此
晰
稟
、
祈
懇
示
禁
」
。

(
70
)

【事
例

1
1

1
】
　
　

(
画
像
　

)
呈
文
。
本
稿
第

二
節

第

一
項
参
照
。

(
71
)

【事
例

7
-

1
】
　

(画
像
　

)
告
状

「
誼
中
喧
等
並
未
請
示
、
離
蟻

等
新

場
近
庭
、
私
設
場
市

」。

【
事
例

7
1

2
】
O

　(画
像
　

)
稟

状

「因
生

甲
内

地
土
離
場
鴛

遠
、
有
客
総
李
逢

朝
、
併
場

頭
杜

元
宗

・
何
榮

宗
等
、
同
生
商

議
新
設

元
山
場
市
、

以
通
往
來
。
今
場

以
興
齊
未

請
示
諭
、
不
敢
私
取
行
用
。
是

以
赴

案
懇
請
示
諭
」
。

(
72
)

原
文
は

「
匪
類

難
免
不
至
」
。

こ
れ
を
直

訳
す

る
と
、

「
匪
賊

が
至
ら
な

い
こ
と

は
免
れ
難

い
」
と
な

り
、
匪
賊
が
場
市

に
来
な

い
こ
と

と
な

っ
て
、

全
体

の
論
旨

と
矛
盾
す
る

の
で
、

こ
こ
で
は

「不
」
を
除

い
て
訓
読

し
た
。



(73
)

「不
実

の
責
」
と
は
、
県
衙
門

の
認
可
を
得
な

い
ま
ま
、

こ
の
石
門
塘

に
場
市
を
開
設

し
て
い
た

こ
と
を
指
す
。

(
74
)

【
事
例

4
1

1
】
　

(画
像
　

)
懇

状

「至
於
新

設
場

市
、
匪
類
難
免

不
至
。
未

見
仁

恩
示
禁
牌
棍
、

目
無

法
儂
、
恐

滋
禍
端
。

蟻
等
有
不
實
之
責
、

蟻
等
簿
議
傷
頭
楊

先
尭

・
蘇
友
徳

・
張
文
斌
、
客
総
蘇

文
楷

・
趙
大
吉

・
王
開
第

、
経
理
場
市
、
盤
詰

匪
類
、
有
専
責

成
。
是
以
懇
祈
仁

天
賞

給
牌
棍
示
禁

・
較
準
斗

升
、

以
倣
匪
類
」
。

(75
)

【
事
例

2
1

1
】
　

稟
状

「蟻
等
附

近
観

子
唖
常
土
、
地
方
大
路
、

上
通
保
郡
、
下
達
順
慶
」
。

(76
)

第

二
節
第

二
項
参
照
。

(77
)

【事
例

4
1

4
】
　

(画
像
　

)
覆
稟

「査
該

庭
離
建
興
場

四
十
餓
里
許
、
毎
逢

二

・
五

・
九

日
起

集
、
離
青
獅
膓

四
十
五
里

許
、
逢

二

・
五

・
八
日
趨
集

、
隔
躍
唖
廟
三
十

五
里
許
、
逢

三

・
六

・
十

日
趨
集

」。

(78
)

【
事
例

3
1

2
】
　

再
懇

「蟻
等

呉
家

煽
、
上
與
大

坪
場
通
路
相
連
、
路

隔
六
十
里
、

下
與
建

興
場
通
路
相
連

、
路
隔
七
十

里
、

左
與

椀
樹
場
通
路
相
連
、
路
隔

五
十
里
、
右
與
萬
年
場
通
路

相
連

、
路
隔
五
十
里
」
。

(79
)

前
掲

[倉
持

}
九

五
七
]
参
照
。

(
80
)

前
掲

[加
藤

一
九

二
六

(
一
九
五

二
)
]
、

[同

一
九

三
三

(
一
九
五

二
)
]
参
照
。

(
81
)

【事
例

2
1

1
】
　

稟
状

「
平
昔
該

観
地
方
、
有

杜
姓
在
此
開
設
腰
店
。
蟻
等

四
方

人
等
、
以
四

面
場
市
鴛
遠

、
就
近
在
店

買
費

耀
羅
」
。

(
82
)

「腰
店

」
と
は

「玄
店

」

の
こ
と

で
あ

る
と

い
う

の
は
、

中
島
楽
章
氏

の
ご

教
示
に
よ

る
。

「
玄
店

(
ヤ
オ
デ

イ
エ
ン
)
」

に

つ
い
て
は

[
ス
キ
ナ
ー

(今
井

・
中
村

・
原
田
訳
)

一
九

七
九
]

9
頁
参
照
。
な

お
、
同
頁

で
ス
キ
ナ
ー
も
、
四
川

に
お

け
る
い
く

つ
か

の

「標
準
市

場
扁
が
玄
店

か
ら
成
長

し
た
と
述

べ
て
い
る
。

(
83
)

【
事
例

4
1

2
】
　

(
画
像
　

)
再
懇

「縁

蟻
等
附
近

石
門
塘

地
方
、
乃
古
跡
塘

口
之
地
、
向
有

腰
店

数
間
、
近

因
人

姻
漸
密

、
舖
戸

日
多
、
附
近
郷

民
買
費

根
食
等
物
、
早
経
在
此
貿

易
、
甚
覧
相
安
」
。

(
84
)

前
掲

[
小
島

二
〇
〇
六
]
参
照
。

(
85
)

【事

例

2
1

1
】
　

稟

状

「
蟻
等
目
賭
其
地
、

四
面
並
無

田
園

・
藍
墓
、
可

以
興

設
場
市

」。



(
86
)

こ
の

「集
中
地
」

と
は

「集
落

」
と
言

い
換

え
て
も
よ

い
ス
ケ
ー

ル
の
空
間
を
指

し

て
い
る
。

そ

の
家
や
商
店

が
あ

る
程
度
集
ま

っ
た

「集
落
」

の

中
あ

る
い
は
近
辺

の
空
き
地

や
道

端
な
ど
、
家

や
墓
が
無
く
、
商

品
を
並

べ
て
も
差

し
支

え
な

い
場
所

で
市
が

開
か
れ
る

の
で
あ

る
。

た
だ
し
、
定
期

市
が
開

か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
後
、
以
前

か
ら
あ
る
広
店
な
ど
常

設

の
店
舗
が
定
期
市

に
置
き
換
わ

っ
て
し
ま
う

こ
と
を

必
ず

し
も
意
味

し
な

い
。
常

設

の
店
舗
と
定
期
市

と
が

一
つ
の
集
落

の
な

か
で
併

存
し

て
い
る
場
合

も
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

(
87
)

前
掲

[小
島

二
〇

〇
六
]
参
照
。

(
88
)

【事

例

6

4
】
　

(画
像
　

)
供
状

で
は
永
興
苓

の
住
持
僧
普
寛

が

「這
永
定

場
建

設
場
市
、
是
永

興
苓
常
土
」
と

供
述

し
て

い
る
。

ま
た
、
後
掲

の

【
事
例

9

1
】
【
事
例

9
1

2
】
に
列
挙
さ
れ

て

い
る
場
市
名

に
は

「l
I

寺
」
や

「ー
ー

駅
」
と

い
う
も

の
が

複
数
あ

り
、

こ
れ
は
寺
廟

や
郵
駅

の
存
在
が
契

機
と
な

っ
て
形
成
さ
れ

た
場
市

で
あ
ろ
う
と
推
測
さ

れ
る
。

(
89
)

【
事
例

2
1

2
】
　

「在

附
近
観
子
唖
設

一
場
市
、

取
名

興
隆
場
、
議
令
毎
月

一
・
四

・
七
集
場
」
。

(
90
)

【
事
例

3
i

2
】
　

「蟻
等
協

同
在

蟻
等
呉
家
煽
、

設

一
場
市
、
更
名
義
和
場
、

毎
月
集
期
、
議
定

二

・
五

・
八
」
。

(
91
)

【
事
例

4
-

4
】
　

(画
像
　

)
覆
稟

「其

石
門
塘
毎
逢

一
・
四

・
七
原
在
買
責
食
根
等

物
」
。

(
92
)

前
掲

[倉
持

一
九
五
七
]
参
照
。

(
93
)

【事

例

13
】
　

(画
像
　

)
稟
状

に

「
在
南

関
外
鍋
鋪
嶺

設
立
猪
市
、
毎
逢

三

・
六

・
九

日
赴
集
」
と
あ

り
、
南

部
県

の
猪
市

も

一
般

の
場
市

と
同
様
に

一
旬

に
三
日
開

く

こ
と
と
な

っ
て
い
る
。

(
94
)

【事

例

4
1

4
】
　

(画
像
　

)
覆
稟

「査
該
虞
離
建
興
場

四
十
鯨

里
許
、
毎
逢

二

・
五

・
九
日
趨
集
、
離
青
獅

場
四
十

五
里

許
、
逢

二

・
五

・
八

日
趨
集

、
隔
躁
唖
廟

三
十
五
里
許
、
逢

三

・
六

・
十

日
趨
集
。
其

石
門
塘
毎
逢

一
・
四

・
七
原
在
買
責
食
根
等

物
、
而
郷
民

早
経

在
此
貿
易

」。

(
95
)

本
稿
第

二
節
第

二
項
参
照
。

(
96
)

【事
例

7
-

1
】
　

(
画
像
　

)
告
状

「
(何
中

珀
等
)
載
佑
蟻
等
新
場
趨
集

日
期
」
。

(
97
)

【事
例

4
-

1
】
　

(
画
像
轟
　

)
懇
状

「龍

鳳
傷

凡
建
修
舖
房

一
間
、
毎

年
止
認
地
租
銭

二
百
文
、
均
無

異
言
」
。



(
98
)

【
事
例

6
1

4
】
　

(
画
像
　

)
供
状

「問
拠

僧
普
寛
供

『
小
僧

人
削
髪
、
永
興
苓
焚

献
、
這
永
定
場
建

設
場
市
、
是

永
興
苓
常

土
、
其
房
租
及
斗
市
蹄
僧

〔経
〕
牧

』
」
。

(
99
)

前
掲
註

(
67
)
【事

例

4
1

1
】
　

(画
像
　

)
懇
状

参
照
。

(
oo
)

前
掲

[加
藤

一
九
三
六

(
一
九
五

三
)
]
参

照
。

11
(

10
)

山
根
氏
は
、
市
集

に
お

い
て
計

量
を
行
う

の
は
斗

秤
行

で
あ

り
、
農

村

の
郷
集

に
お

い
て
他

の
牙
行

が
な
く
と
も

こ
れ
だ
け
は
あ

っ
た

と
さ
れ

て
い

る

[
山
根

一
九
七

八

(
一
九
九

五
)
]
が
、
今

回
扱

っ
た
史

料
に
お

い
て

一
般
場
市

に
関
し

て
は
牙
行

の
記
述

は
な

い

(た
だ

し
、
後
述
す

る
よ
う

に

南
部
県
城

周
辺
で
開
催
さ
れ
た
猪
市

に
お
い
て
は
猪

行
に
関
す

る
記
述
が

あ
る
)
。

(
201

)

【事

例

6
-

3
】
　

(画
像
　

)
懇

状

「於
今

八
月
間
因
兵
差
過
境
、
有

恩
差
至
場
、

要
等
給
伊
駄
騨
三

匹
、
蟻
等

一

時
措
齊
、
突

出
陳
文
元

・
股
懐

先

・
陳
瑞
林

・
陳
萬

倫

・
李
清

・
李
泰
然

・
莫
磨

元

・
莫
大

川

・
莫
大
品
等
、
将
該
場

升
斗
打
殿
、

不
許
蟻

等
支

磨
差

務
、
将
蟻
等

工
人
哀

朝
保
択
担
在
地
、
拳

足
交
加
、

殴
哀
朝
保
両
肋
青
傷
、
有

何
克
昌
等
施
救
、
所

以
有
誤
仁

恩
公
件

」
。

(
301

)

前
掲
註

(
98
)
【事

例

6
-

4
】
　

(
画
像
　

)
供
状
参

照
。

(
401

)

【事
例

6
1

4
】
　

(画
像
　

)
供

状

「這
永
定
場
係
永

興
苓
常
土
。

早
年

永
定
場
斗
市
蹄
永

興
奄
住
持
経
牧
、

因
股

懐
先
椚
建
修
永

定
場
文

・
武

・
火
神
廟
宇
、
股
懐
先
椚

圭…皿
即
将
斗
市
鯨

呑
、
有
永
興
苓
廟
宇
傾

頽
。
小
的
椚
補
修
廟
宇

、
将
斗
市
腰
回
培
修
永
興

苓
廟

宇
、
有
股
懐
先
椚
抗

不
瞭

還
。
是
小
的
椚
纏
来
案
告

了
」
。

(PDO1
)

同
右

お
よ
び

【事

例

6
1

1
】
　

(画
像
　

)
稟

状

「蟻
等
附
近
永
定
傷
、

設
立
以
來
、
所
議
客
総
莫
磨

元
等
共
有

八

人
為
首
、
苛
噛

取
行
、
四
郷

人
等

念
憾
巳
極
。
今

七
月
初
三

日
、
被
僧
普
寛

將
莫

鷹

元
等
呈
稟
、
在
案

。
已
沐
仁
恩
、
於

二
十
六
日
法
審
断
、
將
莫
磨

元
等
革
去
、
昧
令
生
等

男
行
墨
報
」
。

(601
)

【
事
例

6
1

5
】
　

(画
像
　

)
供
状

「問
拠
韓
邦

平

・
王
多
吉

・
買
文
嫡

・
質
宗
勲

・
丁
基
盛
全
供

『
這
永
定
場

斗
市

、

被
股
懐
先
椚
覇
呑
斗
市

、
是
生
員
椚
就
案
其
稟

了
。
蒙

訊
断
、
永
定
場

斗
市

均
剖
三
分
、

一
分
婦
於
永

興
苓
住
持
、

一
分
蹄
於
客
総

、

↓
分
蹄
於
義
學
、

各
照

日
期
経
牧
斗
市
、

不
得
混
乱
。
小
的
遵
断
、
就
是

』
」。



(
07
)

こ
れ
を
命
じ
た

正
確
な

日
付
は

不
明
。
【
事
例

6
i

2
】
　

(画
像
　

)
稟

状
に

は

「
三
股
均

分
」
と
あ

る
の
で
こ

の

1

文
書
が
書

か
れ
た
七
月

二
八
日
以
前

で
あ
る

こ
と

は
間
違

い
な

い
。

こ
こ
で

い
う
三
者

に
よ

る
均

分
と
は
、
【
事
例

6
-

5
】
　

(
画
像

　)
供
状

の
股
懐

先
ら

の
供
述

に

「蒙

訊
断
、
令
永
定

場
斗
市
均
剖

三
分
毎
月
初

一
至
初
十
蹄

僧
普
寛
経
牧
、

十

一
至

二
十
鶴
客

総
経

牧
、

以
作

来
往
差
務
之
資
、

二
十

一
至

三
十
蹄
義

學
経
牧
斗
市
、

以
作
延
師
束
脩
之
用

」
と
あ
り
、
永
興
苓
住
持

の
僧
普
寛
、
場
頭

.
客
総

、
生
員
ら

義
学
関
係
者

の
三
者

が

一
ヶ
月
三
〇

日
の
う
ち

そ
れ
ぞ
れ

一
〇

日
ず

つ
市

に
出

向

い
て
斗
市
を
徴
収
す

る
と

い
う
方
法
で
行
う
。

(
08
)

【
事
例

12
】
　

。

(画
像
　

)

訴
状

「至
僧
経
管
炭

秤
、
毎
月
上
官
炭

二
斗
、

又
有
廟
内

棉
花
市
取
行
焚
献
、

乃
僧
管
理

1

多
年
、
並
無
混

齪
」
。

(
09
)

【
事
例

4
1

7
】
　

(画

像
心
　

)

示
諭

稿

「糠
此
、
除

呈
批
示
、
並
給
獲

斗
秤

・
牌
棍
外
、
合

行
出
示
暁
諭
。
為

此
、
示
仰
該

1

場
場
頭

・
居
民

・
舖
戸

・
買
費

人
等
知
悉

、
嗣
後
買
責

一
切
、
務
須
遵

用
給
獲
較
準
斗
秤
、

公
平
交
易
、

母
許
以
強
凌
弱
、
以
衆
欺
寡

」。

(
10
)
　

画
像
　

～
　

)

「照
得
學
憲
保
棚

試
竣
、
按
考
撞
棚
、
磨
由
縣

属
柳
邊

駅
経
過
。
合
行

出
示
暁
諭

、
為
此
示
仰
該
庭
場
頭

1

・
各
総

・
約

・
保
、
以
及
茶
犀

・
酒
店

・
舖
戸

一
切
買
責

人
等
知

悉
、

一
侯
差
事
到
境
、
務

須
公
平
交
易
、
勿

許
任

意
勒

索
、
高
拾
市
債
。
個
敢
故
違
、

一
経
査
出
、
定
即
重
究

不
貸

」。

(
11
)

【
事
例

10

1
】
　

(画
像
　

)
籏

「欽
加

同
知
升
街

署
理
保
富
府
南
部
縣
事

・
即
補

縣
正
堂
劉
、
簽

仰
該
役
、
前
往

1

縣
属
新
鎮
煽
、

即
催
場

頭

・
客
総

雇
募

精
壮
人
夫

四
十
名

、
齊
集
縣
城
、
聴
候
督

憲
過
境
、
以
便
支
磨
。

所
有
夫
憤
銭
文
、
均
由
本

縣
照
償
獲
給
、

不

累
民
間
分
文
。
該
傷
頭
等
務

須
辮
理
妥
善
、

母
得
托
故
推

談
遅
延
」
。

(
12
)

【
事
例

10
1

2
】
　

(
画
像
　

)
簽

「欽
加
同
知
升
街
署

理
保
富
府
南
部
縣
事

・
即
補
縣

正
堂
劉
、
簽

仰
該
役
前
去
、
速
催

富

1

村
騨

・
大
橋
傷

・
柳
邊
騨

・
東
煽
場

、
該
庭
膓
頭

・
客
総
人
等
、
即
將
支
磨

大
差
緯
夫

・
措
夫

・
草

料
等
項
、
準
備

足
数
聴
候

。
該
傷
頭
等
務
須
辮

理

妥
善
、

母
得
臨
時
短

少
胎
誤
」
。

(
13
)

山
本
進
氏

は
同
氏

[
二
〇
〇

二
]
『
明
清
時
代

の
商
人
と

国
家
』

(
研
文
出
版
)

「第

二
章
清

代
後
期

四
川
に
お
け

る
地
方

財
政

の
形
成

」

(
[
一
九

九

1

二
]
『
史

林
』
七

五
ー

六
に
初
出
)

に
お

い
て
、
『
巴
県
档
案

』

を
用

い
て
四
川
省

巴
県

の

「差
務
」

に

つ
い
て
検
討

さ
れ
、

「商

工
業
者
か
ら

の
地
方



老
鴉
岩

鉄
縄
一
条

碑
院
寺

鉄
縄

一
条

楠
木
寺

鉄
縄

一
条

盤
龍
場

鉄
縄
一
条

黄
連
唖

鉄
縄

一
条

流
馬
場

鉄
縄

一
条

定
水
寺

鉄
縄
一
条

萬
年
場

鉄
縄

一
条

【
事
例

9
-

2
】
　

(
画
像
　

ミ
)
簽

特
授
南
部

縣
正
堂
羅
、
簽

仰
該
役
前
往
老
鴉

岩
等
場
、
速
催
場
頭

・
客
総

・
鉄
匠
人
等
、
即
將
粘
単
内

開
派
緻
鉄
縄
、
如
数
辮
齊
、
随
籏
赴

縣
呈

つ

緻
、

以
慷
磨

用
。

去
役
母
得
籍
簽

需
索
滋

延
干
究
、
速
速
須
簽

。
計
粘
単

一
紙
。

同
治
十

二
年
四
月
什

五
日
工
房
呈
稿
。

(批
)
行
。

計
調 計

開

老
鴉
岩

木
枷

一
面

、

碑

院
寺

木
枷

一
面

＼
加
大

楠

木
寺

木
枷

一
面

、

盤
龍
場

木
枷

一
面

＼
加
大

黄
連
唖

木
枷

一
面

＼

流

馬
場

木
枷

一
面

、
加
大

定

水
寺

木
枷

一
面

、
加
大

建

興
場

木
枷

↓
面

、
加
大

萬
年

場

木
枷

一
面

＼

永

興
場

木
枷

一
面

＼

盤
龍

騨

木
枷

一
面

、
加
大

石
河
場

木
枷

一
面

＼

新
鎮
煽

木
枷

一
面

＼
加
大

双
河
場

木
枷

一
面

＼

富
利

場

木
枷

一
面

、

王
家

場

木
枷

一
面

＼
加
大

河
煽

場

木
枷

一
面

、

李

渡
場

木
枷

一
面

＼

東
埼

場

木
枷

一
面

、
加
大

馬
鞍
塘

木
枷

一
面

、
加
大

的
徴
収

は
、
巴
県

で
は

一
般
に

『
差
務

』
『
差
費
』

な
ど
と
呼
ば

れ
て

い
た
」

と
さ
れ
、

こ
れ
ら

の
地
方
的

徴
収
に

つ
い
て
、
徴
収
者
側

が
、
課
税

対

象
を
明
確
化

し
、

差
務

を
よ
り

公
的
な

地
方
財
政
と

し
て
制
度
化
し
、
太

平
天
国
を
契
機
と

し
た
麓
金

の
設
置

へ
と
展
開

し
た
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

筆
者
は

『
南
部
県
档
案

』
に
お

い
て
差
務

の
史
料
を
系
統
的

に
収
集

し
て
お
ら
ず
、
南

部
県

の
差
務
が
制
度

化
さ
れ

て
萱
金

の
設
置
に
展
開
し
た

か
否

か
、

検
証
す
る

こ
と
は
な

し
得
な

い
が
、
差
務

の
ご
と
き
地
方
的
徴

収

の
繁
重
化
に

つ
い
て
は
そ
の
傾

向
を
看
取

で
き

る
。

(
14
)

【事

例
9
1

1
】
　

(
　

～
一
　

)
簽

1

特
授
南

部
縣
正
堂
羅
、
籔
仰
該
役
前
往

、
督
催
老
鴉

岩
等
場
場
頭

・
客
総
人
等

、
即
將
籔
後

所
派
木
枷
、
務

須
較
常
枷
重
枷
大
、
迅
即
如
数
辮
齊
、

随
籔

搬
運
赴
縣
、
以
懸
磨
用
。
去
役

母
得
籍
簽

需
索
滋
事
遅
延

干
各

、
速

速
須
籔
。
計
粘
単

一
紙
。

同
治
十

二
年
三
月
初

三
日
工
房

呈
稿



(
15
)

前
掲

[
山
本

一
九
九

二

(
二
〇
〇
二
)
]
参
照
。

1
(
16
)

【
事
例

6
1

3
】
　

(画
像
　

～
　

)
懇

状

「蟻
等
為
首
、
支

磨
差
務
、
於
今

八
月
間
因
兵
差
過

境
、
有
恩
差

至
場

、
要
等

給
伊
駄
騨
三
匹
、
蟻
等

一
時

措
齊

」
。

(
17
)

【
事
例

H
】
　

(画
像
卜
　

～
　

)
移
文

「
又
査

況
署

歴
來

向
有
夫
馬
漏
規
、
係

毎
年
四

・
七

・
十
三
箇

月
査
膓

三
次
、
毎
次

1

牧
受
各
場
夫

馬
銭
、
毎
年
三
次
敏

約
牧
夫
馬
銭
壼

千
串
之
譜
。
敏

沃
自

光
緒
六
年
四
月

二
十
四
日
到
任
、
捻
査
棺
案

、
即
知
査
場
、

不
准

需
索
夫
馬
、

螢
中
已
於
去
年
十

一
月
、
准
前
縣
移
有
督
憲
札
筋
嚴

禁
之
文
。
敷
沃
到
任
後

、
錐

経
出
外
査
場
、
未
敢
向
地
方

需
索
夫
馬
。
現
在
官
慣
既

已
遵

照
裁
去
、

其
夫
馬
漏

規
、
徹
況
亦

願
自
行
裁
革

、
以
免
累

派
郷
場
」
。

ま
た
附
単

に
は
夫
馬
銭

に

つ
い
て

「毎

年
査
膓

三
次
。

四

・
七

・
十
三
箇
月
、

毎
次
磨
牧

各
場
夫
馬
銭
参
伯
餓

任
文
」
と
あ
る
。

(
18
)

【事
例

6
1

2
】
　

(画
像
　

～
　

)
稟

状

「
沐
恩
断
、
令
斗
市

三
股
均

分
、
其
蟻
等
支
磨
來
往
客
商

以
及
公
務
差
事
、
所

分

一
股
、
義
学

分

一
股
、
和
尚
分

一
股
」。

(
19
)

七

月
二
七
日
、
生
員
ら

に
よ

っ
て
、
留
任

の
陳
文
元
を
含
め
何
盛
朝

・
戴

朝
順

・
莫
仕
益

ら
が
新

し

い
場
頭

・
客
総

に
推

挙
さ

れ
た

(【
事
例

6
1

1
】

1

　(画
像
　

)
稟

状
)
が
、

二
八
日
に
は
莫
鷹

元
ら
場
頭
が
陳

文
元
を
含
め

て
辞
任
し

(
【事

例

6
1

2
】
　

　(画
像
　

～
　

)
稟

状
)
、
他
方
、

公
務
を
十
分

に
果
た

し
え
な

い
と

い
う
理
由

で
戴
朝
順

・
莫
仕
益

が
永
定
場

の
公
務

を
辞
退
す

る

(
【事

例

6
1

3
】
　

(画
像
　

)
懇
状
)

な
ど
し
た
。

八
月
八

日
に
僧

普
寛

・
何
清
洋

.
戴
朝
順

.
莫

仕
益
、
十

月
に

は
股

懐
先
ら

も
場
頭
か
客
総

に
就
役

し
て

い
る
ら

し
く
、
認
状

に
名

を
連
ね

て
い
る

(
【事
例

6
1

8
】
　

(画
像
　

)
認
状

に

「
〔道

光
十
七
年
〕
十
月
初

一

〔日
〕
、
認
状
人
莫
大
禄

十

・
陳

瑞
林
十

・
股
懐
先
十

・
李
安
尭

十

・
李
國
才
十

・
陳
萬
倫

十
」
と
あ
る
)
。

(
20
)

【
事
例

6
1

6
】
　

(画
像
　

)
結
状

「今
沐
審

断
、
令
永
定
場
斗
市

、
於
毎
月
初

一
日
至
初
七

日
止
、

蹄
住
持
経
牧
、
初

八

1

日
至
二
十
三

日
止
、
蹄
場
総

経
牧

、
於
毎
月

二
十

四
日
至
三
十
日
止
、
蹄
義
學
経
牧
、
各
管

日
期
不
得
異
外
滋
非
」
。

建
興
場

鉄
縄

一
条

永
興
場

鉄
縄

一
条



ユ
(

12
)

【
事
例

6
-

7
】
　

(
画
像
　

)

認
状

「蟻
等
當
堂

認
得
、
永
定
場
客
総

凡
遇
差
務
端
力

承
辮
、
兼
外
来

匪
徒
厳
密
稽
査
、

不

得
滋
非
。

蟻
等

具
認
状
是
實
」
。

(
221

)

【事

例

6
-

9
】
　

(画
像
　

)
武
生
韓
邦
平
等
懇

状

「生
等
為

首
、

経
理
行
用
、
毎

年
約
取
佃
銭

六
十
七
串
、
延
師

教
謳
、
業

已
三
載
、
均
無
異
説
。

今
正
月
内
陸

出
、
閲
民
莫
仕

玉
、
串

同
股
懐
先
等
、

轍
主
観
観
、
妄
争
義
學

斗
市
、
以
致

互
控
、
在

案
。
今

五
月

十

八

日
沐
恩
法
審

、
三
股
行
用
、

各
照

日
期
打
牧
、

但
生
等
無
力
辮

公
、
願
將
義
學
七

日
斗
市

入
公
、
祈
恩

化
裁

、
生
等
辞
退
、

以
免

日
後
互
争
評
訟
。

…

.
(四

川
保
寧

府
南
部
縣

正
堂

)
王
批

『
査
斗

戸
、
慮
客
総
充
當
。

本
非
文
武
生
所

得
経
理
。
該
庭
斗
張
、

原
為
支
磨
差
務
而

設
、

迫
後
該
生
等
争

マ

マ

佑
七
日
.、
錐
云
設
立
義
學

、
其
實

歴
來

設
立

〔未
設
立
〕
。
今
既
自
悟
請
辮

、
准
其

辞
退
。
所
有
行
用
、
磨
責
令
該

場
客
紹
、
照
菖
経
牧
、
支
磨
差
務
、

並
設
立
義
學
延
師
訓

課
、

可
也
』
」
。

(
23
)

同
右

、
後
半

の
王
批
参

照
。

11
(
21
)

【事

例

7

1
】
　

(画
像
　

)

告
状

「私
設
場
市

…
…
私
設
斗
市
、
重
取
行
用
、
横
行

覇
道

」
。

(
[b21

)

【事

例

7
-

3
】
　

(画
像
　

)
稟

状

「被
何
中
壇
等
伎
勢

司
悪

、
私
通
外
匪
、
常
來

滋
擾

」
。

(
621

)

同
右

に

「蟻

等
控
後
伊

等
旦
ハ呈
請
示
、

認
充
支
差
、

且
蟻
等
老
弱
家

貧
、
難
以
為
敵
、
新

場
舖
房
未
修
、
無

人
趨
集
、
恐
俣
差

径
、
難
僻
其
責

。
是

以
懇

恩
祈
筋
何
中
璋
等
具
結

認
充
、
支

鷹
差
務
」
。

(
【r21
)

同
右

の
知
県

の
批

「准
辞

退
。

所
有

原
領
諭
帖
、
着

即
呈
緻
」
。

(
821

)

【事

例

8
】
　

一
(画
像
　

。
)
牒
文

「民
等
鮮
店

子
、
與

蓬
邑
地
土
連
界
、
上
通
保
寧

、
下
通
緩
定
等
庭
孔
道
。

早
年
請

示
興
場

、
設
立
斗
張
、
打
取
米
糧
勺

用
、
支
磨
各
衙
門
差
務

、
並

文
武
聖
廟
焚
献
。
毎
年

公
議
首
事
経
理
、
歴
來
無
異

」。

(
921

)

同
右

「伊

店
反
私
置
升
斗
、
欄
戴
過

僧
、
取
用
入
私
、
兼

阻
滞

米
糧

挑
販
、
不
許
担

運
鮮
店
市

口
、
指
躇
民
等
差
務
無
着

」
。

(
031

)

同
右

「籍
該
市

上
下
通
衝
、

不
第
早
年
請
市

設
斗
、
支
磨
各

衙
公
務
。

況
例

早
設
塘
兵
、
傳

送
各
路
星
急

公
文
、
若
不
稟
請
懇
牒

縣
、
任
心
伊
滅
市
、

將
來
山豆
濁
差
務

莫
着
、
而
塘
移
蓬

〔
邑
〕
公
文
、
碍
道
難
通
、

干
係
非

小
」
。

ユ
(

13
)

【事

例

13
】
　

(画
像
　

)
稟
状

「
早
年
有
趙
騨

子

・
趙
五
子

・
李
昌

喜

・
漏
建
成

・
李
斌
、
在
南
関
外
鍋
鋪
嶺

設
立
猪
市
、



毎
逢

三

・
六

・
九

日
赴
集
、
毎

期
約
有
三

百
鯨
猪

隻
買
費
、
両
家
費

慣
銭
毎
千
、
伊
等

取
行

用
銭
四
十
文
。
伊
等

承
認
支
慮
焼
猪
、

不
取

分
文
。

取
等

承
辮
春
秋

二
祭
、
業
経

三
載
、
毫

無
違
惧
。
自
敢

等
投
充
以
来
、
伊
等
勒

派
取
等
謂
給
焼
猪

、
毎
隻
去
銭

一
百

四
十
文
、
陸
績
土
ハ支
銭

二
十

一
千
七
百

文
」
。

(
32
)

同
右

「伊
等

私
設
檀
取
行
用
侵
蝕
、
並

不
支
磨

差
径
」
。

1
(
33
)

前
掲

[
山
本

一
九
九

二

(
二
〇
〇

二
)
]

参
照
。

1
(
34
)

【
事
例

7
i

4
】
　

(画
像
　

)
供
状

「文
生
是

北
路
総
保
正
、
毎
逢

練
團
之
期
、

因
甲
内
花
戸
住
居
、
離

場
遠
鴛
、

1

多
有

不
齊
。
有

附
近
何
中
喧
椚
商
議
、
在

他
居
近
元
山
子
建
造
舖
房
、

興
設
場
市
。
凡
遇
趨
集
練
團
、

以
便
來
往
」
。

(
35
)

も
ち

ろ
ん
地
方
文
書
を
利
用
す

る
の
が
理
想

的
で
あ
る
が
、
南
部

県
に

つ
い
て
そ

の
よ
う
な
文
書
が

発
見
さ
れ
た
と

い
う
情
報

は
な

い
。

1
(
36
)

南

充
市
档
案

館

に
お

い
て
、
南

部
県
に
関
す

る
郷
鎮
志

の
類

の
有
無
に

つ
い
て
尋
ね
た
が
、
明

確
な

回
答
を
得
な

か

っ
た
。
中
国
科
学
院

北
京
天
文

1

台
主

編

口

九
八

五
]
『
中
国
地
方
志
聯
合

目
録
』

(中
華
書

局
)
に
よ
れ
ば
、
光
緒

三
二
年

(
一
九
〇
六
)
編

『南

部
県
郷
土
志
』

と

い
う
地
方
志

の

抄
本

が
あ
る
と

の
こ
と
で
あ
り
、

二
〇

〇
八
年
九
月

の
二
度

目

の
史
料
調
査

の
際
、

こ
れ
を
閲
覧
す

る
た

め
に
成

都
市
に
あ

る
四
川
省
図
書
館
を
訪
れ

た

が
、
同
年

五
月

に
起

こ
っ
た
四
川
大

地
震

に
よ
り
同
館

の
書
庫

が
被
害
を
受
け
、

古
籍

の
閲
覧
が
中

止
さ
れ
て

い
た
。

そ
れ

以
来

再
訪

の
機
会
が
な

く
閲
覧

を
果
た
せ

て
い
な

い
。


